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第１節　資源管理の推進

１　我が国周辺漁業資源調査等

　我が国周辺水域における水産資源について適切な管

理と持続的利用の科学的基礎となる資源評価を実施す

るため、独立行政法人水産総合研究センターを中心に

産学官の連携を図りながら資源調査を実施するととも

に、資源評価についてその公表等を行った。

２　我が国周辺水域の水産資源の管理

⑴　資源回復計画の作成・実施

　緊急に資源の回復を図ることが必要な魚種について、

全国又は海域レベルで、休漁等を含む漁獲努力量の削

減や資源の積極的な培養、漁場環境の保全等の資源回

復措置を計画的に講じる資源回復計画を作成すること

とした。資源回復計画の円滑な作成及び進行管理を図

るため、関係漁業者の意見のとりまとめを行うための

漁業者協議会の開催等への支援を内容とする「資源回

復計画作成推進事業」を実施し、関係漁業者間の検討

を推進するとともに、広域漁業調整委員会の意見をふ

まえつつ、平成14年度には、さわら瀬戸内海系群、伊

勢湾・三河湾小型機船底びき網漁業対象種、日本海西

部あかがれい（ずわいがに）、太平洋北部沖合性カレ

イ類の４つの資源回復計画を作成した。

　また、同計画に基づき作成される漁獲努力量削減実

施計画により、漁業者が自主的に行う減船、休漁等に

ついて、漁業経営への影響に配慮した、支援措置の枠

組みを創設し、所要の支援を行った。

⑵　漁獲可能量制度等の的確な推進

　我が国は平成８年の「国連海洋法条約」締結に際し

て、「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」（平

成８年法律第77号）を制定し、９年から６魚種（さんま、

すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば及びごまさ

ば、ずわいがに）を対象に、同法に基づく漁獲可能量

（TAC）管理を開始した。10年から１魚種（するめい

か）が追加され、現在７魚種を対象にTAC管理を行っ

ている。

　このTACの適切かつ円滑な管理を推進するため平

成14年度に系統組織を中心としたTAC管理体制を整

備した。また、対象魚種の都道府県における採捕数量

等の情報処理を行うためのコンピューターネットワー

クの整備等に対し助成を実施した。

　また、平成13年に同法を一部改正し、漁獲努力量

（TAE）管理制度を創設し、あかがれい、さめがれい、

さわら、とらふぐ、やなぎむしがれいの５魚種を対象

魚種として指定した。

⑶　資源管理型漁業の推進

　TAC、TAEなどの公的な管理措置に加え、我が国

周辺水域の水産資源の維持、増大と漁業経営の安定化

を図るためには、漁業者の自主的な取組である「資源

管理型漁業」の全国的な推進及び定着化が重要な課題

となっている。

　このため、平成14年度においては、資源管理型漁業

の実践の成果をより一層漁業経営に反映させるため、

漁業種類又は複数の魚種を対象とした取組、さらにそ

れらの取組を側面支援するための漁業支出の削減、漁

業収入の増大等の取組を、地域の住民の理解と協力を

得つつ、地域の漁業実態に即して計画的かつ効果的に

展開する「資源管理体制強化実施推進事業」を実施した。

３　持続的養殖生産の推進

　我が国の養殖業は、戦後順調に成長を続け、沿岸漁

業の重要な一部門を構成するに至っている。また、国

連海洋法条約の発効により、我が国沿岸域の水産資源

の適切な管理と有効利用に取り組むことが、国際的な

責務となっていることから、沿岸漁業を安定的に発展

させ、かつ、国民に対し水産物を安定的に供給するべ

く、持続的な養殖生産の確保を図ることが水産行政上

重要な課題となっている。

　しかしながら、近年、過密養殖や過剰な餌料投与等

により、全国的に養殖漁場が悪化している。このよう

な養殖漁場の悪化は、養殖水産動植物の伝染性疾病の

発生及びまん延の原因ともなっており、放置すれば最

終的にはその漁場における養殖自体を不可能に至らし

めることとなりかねないものである。

　また、近年、我が国においては、養殖用の種苗を海
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外に依存する傾向が顕著であり、海外から養殖水産動

植物の伝染性疾病が侵入する危険性が高まっている。

　このような状況に適切に対処するため、養殖漁場の

改善を促進するとともに、特定の養殖水産動植物の伝

染性疾病のまん延を防止するための措置を講ずること

とし、平成11年５月に「持続的養殖生産確保法」を制

定した。

　この法律に基づく漁場改善計画については、平成15

年３月末現在で19道府県、262漁協が作成し知事の認

定を受けている。

４　溯河性さけ・ます人工ふ化放流事業

⑴　概 要

　さけ・ます類は、食料の安定供給、北日本における

漁業の振興を図る観点から、その資源の持続的利用の

重要性は高く、水産資源保護法において、「農林水産

大臣は、毎年度、さけ及びますの増殖を図るために独

立行政法人さけ・ます資源管理センターが実施すべき

人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。」

とされている。

　国際的には、「北太平洋における溯河性魚類の系群

の保存のための条約」において母川国が第一義的な利

益と責任を有するとともに、適正な資源管理義務が課

せられている。また、地球環境保全に関する関係閣僚

会議で決定した「新・生物多様性国家戦略」（平成14

年３月27日）において、さけ・ます増殖事業の推進に

当たっては、「北太平洋の生態系との調和を図り、生

物として持つ種の特性と多様性を維持することに配慮

する」とされている。

　このように、さけ・ます資源の持続的利用を図ると

ともに、その適正な資源管理を推進することが重要と

なっている。

⑵　北海道及び本州におけるさけ・ます人工ふ化放流

　北海道、東北６県、茨城県、新潟県、富山県、石川

県の11道県において、さけ・ます人工ふ化放流事業が

実施されている。これらの道県では、増殖団体、漁業

協同組合、漁業生産組合が生産した稚魚を道県が買い

上げて放流しており、この事業に対し助成を実施した。

また、さけ・ます人工ふ化放流事業の効果を確認する

ため回帰資源量調査、さくらます幼魚の生産技術向上

調査、放流稚魚の分布移動調査、さけ・ます増殖施設

の整備等を継続して実施した。

表１　14年度センターが実施すべき人工ふ化放流計画

　（ 農林水産大臣が水産政策審議会の答申を受けて定めた

計画）
　　　魚　種 放流数（千尾）　　　

　　　さけ 219,100　　　

　　　からふとます 7,200　　　

　　　さくらます 3,655　　　

　　　べにざけ 165　　　

５　内水面漁業振興対策事業

　内水面漁業・養殖業は、淡水性魚介類の供給、種

苗放流等を通じた水産資源の維持増大、釣り等レク

リェーションの場の提供、中山間地域等における就業

機会の創出、漁業活動を通じた内水面の環境保全等に

寄与しており、近年、国民の自然環境の保全等に対す

る意識が高まるとともに余暇時間が増大していく中、

健全な親水性レクリエーション等を通じたゆとりや潤

いのある国民生活と余暇活動の提供など内水面漁業・

養殖業の役割は一層重要なものとなっている。

　他方、内水面漁業・養殖業を取り巻く環境は、流域

の改変、河川流量の減少、水質の悪化などによる水生

生物の生息環境の悪化に加え、近年は、人為的な密放

流によるブラックバス等外来魚の生息域の拡大等によ

り、本来そこにすむべき生物の捕食や生息環境の競合

による在来の生態系への影響が生じているほか、中山

間地域における高齢化や後継者不足、過疎化の進行な

どますます厳しい状況にある。

　このような状況を踏まえ、内水面における生物生息

環境の保全、水産動植物の増養殖の推進、地域の活性
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化等を図るため、各種の対策を講じているところであ

る。

　14年度は、内水面環境活用総合対策事業により、生

態系との調和、地域特性の活用、他産業との連携等を

念頭におき、水産資源の増養殖基盤施設、漁業・養殖

業の近代化施設や遊漁施設等の交流促進施設などの整

備を実施するとともに、ブラックバス等外来魚の生息

域・生息数の減少を図るため、これら外来魚の生息状

況等の調査、駆除、生態系の復元のための増殖事業等

を実施した。

　また、内水面の有用水産資源について、適切な資源

増大方策、管理手法の確立を図るため、

① 　シラスウナギの人工種苗生産技術の開発や河川・

　湖沼におけるウナギの資源動向調査

② 　アユなどの地域集団ごとの遺伝的特性に配慮した

増殖管理手法等の開発

③ 　ブルーギルの生態的特性の解明と生態特性や地域

特性を活用した繁殖抑制技術の開発

④ 　外国産種苗等の生態系への影響や適正飼育技術の

開発

などを実施した。

　さらに、内水面漁業・養殖業の振興を図っていく

ため、これらに携わる関係者の組織強化、地域住民や

内水面利用者に対する内水面の利用に関する知識やマ

ナー、外来魚の違法放流防止の啓発等を実施するとと

もに、養鰻業について、国際競争力のある持続的経営

が可能となるよう構造調整の推進や民間協議等の促進

を図った。

６　水産資源保護対策事業

　水産資源の保護培養を図るため、水産資源保護法に

基づき、道県知事が「保護水面」として指定し、管理

を行っている、

① 　まだい、あいなめ、めばる、すずき、くるまえび

等の沿岸性の水産動物の産卵場又は育成場となって

いる水面

② 　あわび、はまぐり、ほたてがい、ほっきがい等の

貝類の種苗の発生、稚貝の育成等に適している水面

③ 　さくらます等さけ・ます類、あゆ、わかさぎの産

卵場・育成場となっている水面

④ 　資源状態の著しく悪化している水産動植物の産

卵・育成等に適している水面

について、その管理、密漁の監視、資源状況の調査等

に要する経費に対し助成を行った（平成14年度予算額：

25,133千円）。

７　魚 病 対 策

　平成11年５月に成立した養殖漁場の悪化防止と特定

疾病等のまん延防止を目的とする「持続的養殖生産確

保法」の適正な運用を図るため、平成14年度における

魚病対策事業を以下のとおり実施した。

　すなわち、「魚病対策センター事業」においては、

魚病情報の迅速な収集・伝達、全国防疫推進会議の開

催、魚病専門技術者の育成、魚類防疫技術のシステム

化、水産用ワクチンの普及推進等を行い、「水産総合

研究センター魚病対策推進事業」では、基礎的魚病対

策研究、重大な疾病発生時の緊急調査、危険度評価手

法の開発、水産用医薬品開発促進などの実施により、

魚類防疫対策を総合的、一元的に推進するとともに、

補助事業の「魚類防疫体制整備事業」においては、疾

病検査の実施、防疫会議等の開催、魚病発生時の防疫

対策等の実施、水産用医薬品の適正使用指導等により、

「持続的養殖生産確保法」の適切な運用に資する国内

防疫体制の推進整備を図った。

　なお、水産資源保護法第13条の２に基づく水産動物

の種苗の輸入防疫制度の運用により、我が国に侵入し

た場合、多大な被害をもたらす恐れのある伝染性疾病

の侵入防止に努めた。

８　海洋水産資源開発センター

　海洋水産資源開発促進法（昭和46年法律第60号）に

基づき政府と民間の出資により昭和46年７月１日に認

可法人として設立された。

⑴　目 的

　海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための

調査並びに情報又は資料の収集及び提供等の業務を行

うことを目的とする。

⑵　業 務 内 容

ア　海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための

調査

　　国等が行った魚種分布、海洋環境等の基礎調査及

び既往文献等の情報に基づき、企業ベースで漁業生

産活動を行うのに必要な漁場条件、漁獲方法、漁獲
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物の商品価値及び採算性等を明らかにするための企

業化調査を実施する。

イ　海洋の漁場における新漁業生産方式であって漁業

者団体等のみではその企業化を図ることが著しく困

難なものの企業化のための調査

　　新たな操業技術の総合的な導入等により、省人化、

漁労の効率化を図るとともに、海洋水産資源の有効

利用を図るための新操業形態の実証化調査を実施す

る。

ウ　海洋の漁場の生産力の増進又は利用の合理化を図

るための水産動植物の生育環境、漁業を営む者によ

る利用状況及びその他の海洋の漁場の自然的経済的

条件の現状及びその改善の可能性に関する総合的な

調査

　　我が国沖合海域の高度利用を図るため、浮魚礁を

利用して造成された漁場の合理的利用手法の確立を

図るための調査や沖合海域の再開発のための基礎調

査、さらには沖合漁業資源について資源管理型漁業

を推進するため総合調査を実施する。

エ　海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情

報又は資料の収集及び提供

　　諸外国の調査船の調査情報、漁船の操業情報等を

収集、提供する。また、海洋水産資源に関する海外

文献を提供する。

オ　前述ア、イ、ウ及びエの業務に附帯する業務

カ　前述ア、イ、ウ、エ及びオのほか、センターの目

的を達成するために必要な業務

キ　受託事業

　　委託を受けて、海洋生物資源の合理的な保存、管

理及び利用のために必要な調査並びにこれらの調査

を行う者の養成及び確保を行う。

⑶　資 本 金

　センターの資本金は、設立時国１億円、民間１億円

の合計２億円で構成されていたが、その後民間より増

資が行われ、13年度末現在民間出資金合計は１億9,150

万円となっている。

⑷　国 の 助 成

　14年度、国はセンターに対し34億6138万円を助成し

た。

⑸　組 織

　２部５課、役員６名（常勤３、非常勤３）、職員28

名より成っている。

⑹　14年度の事業実施概要

　14年度におけるセンターの企業化調査等の結果の概

要は表５のとおりである。
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９　漁場環境及び生態系の保全

⑴　漁場として重要な藻場・干潟の現状の調査を実施

するとともに、内湾域に立地されている発電所の海

水の取放水による周辺海域の漁業に及ぼす影響調査、

漁場環境保全方針の地域レベルにおける個別・具体

方針化の検討等を実施した。

　　このほか、漁場環境監視体制の強化、漁業者によ

る監視調査への参加、さらに廃棄物除去等による漁

場環境の維持・保全等を推進するための都道府県へ

の助成、漁場・海岸の美化運動の全国的な展開、海

浜美化指導員の養成、ボランティアによる海浜生物

の生息調査、ウミガメが産卵する海浜等において廃

棄物の回収及びウミガメ資源の保護の実施を行う民

間団体に対する助成を行った。

⑵　赤潮・貝毒の発生防止及び赤潮による漁業被害防

止のため、ヘテロカプサ等赤潮の発生予察技術の開

発、赤潮を防除する手法の開発・実用化に必要な試

験・調査を行うとともに、二枚貝等の毒化現象に対

処するため、毒化及び解毒機構の解明、スクリーニ

ング手法を導入したモニタリング手法等の研究・技

術開発及び貝毒標準品の製造・配布、プランクトン

同定研修会の開催等を実施した。また、赤潮・貝毒

情報ネットワークシステムの充実を図った。

⑶　油汚染事故による漁業被害を最小限にするため、

水産庁漁業取締船に油回収資機材を整備するととも

に、原因者不明の油濁事故による漁業被害の救済と

漁場の保全を図るため（財）漁場油濁被害救済基金

が実施する救済事業等（審査認定事業、防除清掃費

の支弁、油濁被害防止対策事業等）に対し助成した。

　　さらに、座礁・沈船による漁場油濁等の漁業被害

の実態について調査を行った。

⑷　漁獲の自主規制等が行われている水域における水

銀等による魚介類汚染水域監視・指導調査、ダイオ

キシン類等の魚介類中における蓄積状況の全国的な

実態把握、魚介類中のダイオキシン類削減方策の検

討等を行った。このほか、内分泌かく乱物質の魚介

類への影響実態調査等を行ったほか、内分泌かく乱

物質による海産生物への影響評価手法の開発を行っ

た。

⑸　「日本の希少な野生水生生物に関するデータブッ

ク」の掲載種について、保存方法の検討を進めるた

め、緊急性の高く調査可能なものから現地調査及び

増殖保存試験等を実施した。

　　また、サメ・海鳥の保存管理のための措置のため

の作成した国内行動計画の実施状況等の調査を実施

した。

　　さらに、トドの資源に悪影響を与えることなく、

トドによる漁業被害を減らすための高強度定置網導

入について北海道に助成を行った。

⑹　沿岸域の環境改善方策の一つとして生物の環境浄

化作用を有効に活用するための諸条件を調査、検討

した。

⑺　豊かな漁場環境を維持する上で、森・川を含めた

環境保全の取組が重要であることから、漁業者が山

に木を植える活動を支援するための助成を都道府県

を通じて行うとともに、この活動を幅広い市民の理

解と参加を得て全国的に展開するための啓発普及等

を行う民間団体に対し助成を行った。

第２節　つくり育てる漁業の推進

１　栽培漁業振興対策

　栽培漁業は、沿岸水産資源の維持増大施策の重要

な柱として、38年度以降瀬戸内海に国の栽培漁業セン

ターを設置し、主に種苗生産、放流等の栽培漁業の技

術開発を実施してきた。52年度からは栽培漁業の全国

発展を図るため海区毎に整備することとし、７年度ま

でに16か所の栽培漁業センターが整備された。

　さらに国の技術開発の成果をもとに種苗生産を行う

県営栽培漁業センターの基本施設の整備（48～ 58年

度全国37か所）に引き続き、増強施設の整備（55～

63年度全国32か所）、拠点施設の整備（60年度から）、

新技術導入施設の整備（平成元年度から）、海区拠点

施設の整備（平成６年度から）及び種苗生産環境改良

施設の整備（平成９年度から）が進められている。

⑴　国の栽培漁業センター

ア　栽培漁業技術開発事業

　　国の栽培漁業センターにおける技術開発事業は、

委託費22億4,169万円をもって引き続き社団法人日本

栽培漁業協会に委託し、全国16か所の栽培漁業セン

ター（厚岸、宮古、南伊豆、能登島、小浜、宮津、

屋島、玉野、伯方島、百島、上浦、古満目、志布志、

五島、奄美、八重山）において、にしん、しまあじ

等の種苗生産及び放流の基礎技術の開発等を実施し

た。

イ　がざみの種苗生産事業

　　国の補助事業により、社団法人日本栽培漁業協会

が玉野事業場において、がざみ種苗1,489万尾を生

産し、11県に配布した。

ウ　施設整備事業
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　　施設整備は、予算額９億円で疾病防除施設のほか、

既設事業場の施設整備、更新、保全等の工事を行った。

⑵　都道府県に対する補助

ア　県営栽培漁業センターの整備

　　栽培漁業センターの種苗生産能力の増強及び効

率化を図るため、新たな技術を総合的に応用、導入

した新技術導入等施設整備及び拠点施設整備に２億

9,021万円（補助率１／２）を補助した。

イ　技術開発

　　沿岸海域における水産資源の涵養と漁業生産の増

大を図るため、都道府県において、栽培漁業を実施

する上で必要な魚種について、資源状態の把握、種

苗生産技術の開発等を行うため、国費１億6,417万

円（補助率１／２）を補助した。

⑶　漁業者に対する補助

　一層の栽培漁業の推進を図るため、公益法人、漁協

等が実施する事業規模での種苗生産・放流等の実証試

験に対する取組、モニタリング体制の整備等に対して、

５億5,501万円（補助率１／２、４／ 10、１／３）を

補助した。

⑷　社団法人日本栽培漁業協会に対する助成

　社団法人日本栽培漁業協会については、前記のがざ

み種苗生産事業のほか、協会の体制を強化するための

活動等を含め2,607万円（補助率定額、10／ 10、９／

10、６／ 10、１／２）を補助した。

２　海面養殖業の振興対策

　我が国の海面養殖業は、国民の水産物に対するニー

ズの高級化・多様化に対応して発展を続け、養殖業を

含む沿岸漁業全体の生産額の半分近くを占めるまでに

成長しており、地域によっては中心的な産業になって

いる。

　しかしながら、近年は多くの養殖生産物で供給過剰

等による魚価の低迷が見られ、また、養殖漁場環境の

悪化、養殖生産の国際化、自由貿易の進展など、厳し

い情勢が山積している。このような問題点を克服し、

海面養殖業が水産物の安定供給と沿岸地域の振興に貢

献し続けるためには、国民の信頼を受けつつ養殖を持

続的に推進できる体制づくりが必要である。

　こうした状況を踏まえ、消費者ニーズの高級化・多

様化に対応した安全な養殖生産物を安定的に供給し、

豊かな食生活の実現と漁村地域の活性化を図るため、

各種の対策を講じているところである。

　14年度は、増養殖の展開が漁場環境に及ぼす環境、

同水域における生産力等を把握するための調査研究を

実施するとともに、同水域の環境を改善するための手

法、環境への影響を最小限とするための増養殖手法等

の開発に必要な調査研究を実施した。

　また、引き続き、持続的養殖の推進や経営の高度化

を図るべく、地域の特性に即した具体的な目標と達成

手法を盛り込んだ高度化推進計画を策定し、その実現

に向けて、計画的な生産・出荷、経営コスト削減、飼

料対策、機器のリース等による省力化、漁場環境の

保全等の実施、さらに持続的養殖生産確保法に基づく

漁場改善計画の策定・実施に対する支援等を総合的に

行った。

　このほか、海面養殖業から水系へ排出される汚濁負

荷を可能な限りなくすための更なる知見の収集と、そ

れに基づく実用的技術・システム開発の実施、わかめ

養殖業の生産コスト削減、作業省力化等を実現するた

めの生産システムの開発及び品質の維持・向上のため

の優良種苗の開発、個々の養殖漁場の実態に即した環

境管理指標の設定、養殖生産物のモニタリング調査に

基づく消費者に向けた養殖生産物の安全性のPR等、

高品質なアコヤ貝育成のための技術開発とへい死を防

止するための管理方法の開発、養殖業者からの生産情

報を消費者等に提供する効率的な情報管理・提供に係

る調査検討、その実証化試験をモデル的に実施、新た

な魚種の養殖技術開発と産業としての定着促進、養殖

従事者の高齢化・担い手不足に対応した省力化技術の

開発等を実施した。

表６　14年度海面養殖業関連予算（単位：千円）

海面養殖業高度化推進対策事業

（魚病分を除く） 436,249

持続的養殖推進対策フォローアップ事業

（内水面分を除く） 65,612

新養殖技術開発事業（内水面分を除く） 43,571

増養殖適正化総合調査事業 13,510

第３節　漁業従事者対策

１　漁業労働力の確保等

　漁業就業者の確保・育成を組織的かつ有機的に行う

ため、中央及び都道府県に設置された漁業就業者確保

育成センター間の連携を図りつつ、漁業労働力需給情

報の収集・提供、U・Iターン等就労促進のための広報・

PR活動、資格取得講習会の開催等、センターの行う

事業について助成した。

　また、雇用対策として、漁業への就業を希望する離

職者等に対し、漁業への就労を支援する研修事業につ

いて助成した。
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２　沿岸漁業者等福祉対策事業

　漁業労働力を安定的に確保するとともに、沿岸漁業

者等の福祉対策の推進を図るため、全国共済水産業協

同組合連合会が56年度から発足させた自主的な全国規

模の漁業者老齢福祉共済の業務運営及び加入促進活動

の円滑化と漁業者の老後の福祉向上を図るための知識

の普及等を行うのに要する経費について助成した。

第４節　水産制度金融

１　概 況

　14年度の漁業金融の状況をみると、15年３月末現

在の全金融機関の総貸出残高は１兆9,087億円となり、

前年比6.9%の減少となった。

　これを漁業規模別にみると、中小沿岸漁業向けが

１兆7,203億円、大規模漁業向けが1,882億円で、中小

沿岸漁業向けが大宗を占めている。

　次に金融機関別貸出状況をみると、系統金融機関が

兆億円で最も大きく、一般金融機関が5,120億円、政

府系金融機関が1,677億円となっている。これを前年

と比べると、系統金融機関が2.5%、一般金融機関が

14.8%、政府系金融機関が10.5%のそれぞれ減少と

なった。構成比をみると、系統金融機関が64.4%、一

般金融機関が26.8%、政府系金融機関が8.8%となって

いる。

２　系 統 金 融

⑴　貯 金

　14年度における漁協貯金は、表７のとおり、15年３

月末で１兆1,782億円となり、前年同期に比べ1,232億

円（9.5%）の減少となった。

　これは、漁協信用事業の信漁連への譲渡が進んだこ

とが主な要因である。

⑵　貸 出 金

　14年度における漁協貸出金は、表８のとおり、15

年３月末で4,061億円となり、前年同期に比べ436億円

（9.7%）の減少となった。漁協の貯貸率については、

前年同の34.5%となった。なお、漁協・信漁連・農林

中金で構成される系統金融機関の15年３月末の貸出金

残高を、上部機関からの借入金を差し引いた純残高

ベースでみると、合計１兆1,932億円となり、対前年

度599億円の減少となった。

３　一 般 金 融 機 関

　銀行、信用金庫等一般金融機関の貸出状況は、表10

のとおり、15年３月末で5,120億円である。これを金

融機関別にみると、地方銀行が2,639億円で最も大き

く、ついで信用金庫946億円、第二地方銀行620億円の

順となっている。

４　農林漁業金融公庫資金

　農林漁業金融公庫は、農林漁業者に対し、農林漁業

の生産力の維持増進に必要な長期かつ低利の資金の融

通を行っており、水産関係資金としては、漁業経営改

善支援資金、漁船資金水産加工資金等８資金（農林漁

業共通の資金を含む。）がある。

　14年度の貸付決定額は表９のとおりで、水産業を

めぐる近年の厳しい情勢の中で、189億円と前年度の

－ 372 － － 373 －

水　

産　

庁

表９　農林漁業金融公庫資金貸付決定状況

表７　漁協貯金・漁協貯貸率の推移

表８　一般金融機関の漁業に対する貸付残高
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1.0%増となった。

５　漁業近代化資金等の制度資金

⑴　漁業近代化資金

　漁業近代化資金制度は、漁業者等の資本装備の高度

化を図り、その経営の近代化に資することを目的とし

て44年に創設され、漁業者等に対し、漁船資金を中心

に長期かつ低利の施設資金等の融通を行ってきている。

　13年度の融資実績は、融資枠1,250億円に対し、370

億円となっており、前年度より37億円減少した。

　用途別にみると、前年度に比べ養殖用施設が９億円、

漁具等施設が３億円、水産動植物の種苗購入・育成が

25億円の減少となった。

⑵　その他の制度資金

　主なものとして、漁業経営が困難となっている中小

漁業者であって、漁業再建整備特別措置法に基づく漁

業経営再建計画の認定を受けた中小漁業者の固定化債

務の整理を行い漁業経営の再建を図ることを目的とし

て51年度に創設した漁業経営維持安定資金がある。

　14年度については８億円の融資を行っており、前年

度より７億円増加した。

　また、漁業再建整備特別措置法に基づく構造改善

事業を行う漁業者に対し、低利の短期運転資金を融通

し経営の体質強化を図るため７年度に創設した漁業経

営改善促進資金については、14年度に71億円の貸付を

行っており、前年度より７億円減少した。

６　沿岸漁業改善資金

　沿岸漁業改善資金制度は、沿岸漁業従事者等が経営、

操業状態の改善を図るため自主的に近代的な漁業技術

や合理的な漁業生産方式又は漁ろうの安全の確保等の

ための施設を導入し、又は生活の改善を図るため合理

的な生活方式を導入することを促進するとともに、青

年漁業者等による近代的な沿岸漁業の経営方法又は技

術の実地の修得や経営の基礎の形成を助長するため、

沿岸漁業従事者等に対する中・短期の無利子資金の貸

付を行う都道府県に対し国が必要な資金を助成する制

度として54年に創設された。

７　中小漁業融資保証保険制度

　中小漁業融資保証保険制度は、「中小漁業融資保証

法」に基づき中小漁業者等に対する金融機関の貸付に

ついて漁業信用基金協会がその債務を保証し、その保

証につき農林漁業信用基金が保険を行うものである。

　14年度の保証状況をみると、年度中の保証額は1,306

億円で前年比3.3%の減少となり、年度末保証残高は

2,459億円で3.5%の減少となった。保証残高を金融機

関別にみると、信漁連は前年比1.7%の増加となった

が、農中は8.0%、漁協は8.8%、銀行等は9.8%の減少

となった。次に資金種類別にみると、漁業近代化資金

は、前年比5.5%、一般資金は1.1%の減少となった。

　なお、14年度中の代位弁済額は32億円で前年比１億

円の増加となり、この結果単年度事故率は2.3%、累

計事故率は3.4%となった。
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表10　漁業近代化資金の用途別融資額

表11　その他制度資金融資・貸付状況

表12　沿岸漁業改善資金実績
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第５節　水産業協同組合

１　概 要

⑴　水産業協同組合の現況

　15年３月末現在における水産業協同組合は、単位組

合が3,382（沿海地区漁協1,607、内水面漁協886、業

種別漁協180、漁業生産組合562、水産加工協147）、連

合会が184（漁連137、信漁連35、水産加工連11、共水

連１）、うち全国段階連合会が11となっている。

⑵　漁協系統をめぐる状況

　我が国周辺水域の資源水準の低下による漁獲量の減

少、魚価の低迷等による我が国漁業の不振を背景に、

漁協系統をめぐる情勢も厳しさを増している。

　このような状況の中で、漁協系統に対しては、水産

基本法の理念である「水産物の安定的供給の確保」や

「水産業の健全な発展」の実現に向けて、より積極的

な役割を果たしていくことが期待されており、資源管

理を始めとする水産業の新たな課題に的確に対応して

いくためには、漁協系統の組織・事業基盤強化が急務

となっている。

２　漁業協同組合等特別対策事業

⑴　趣 旨

　漁協系統が漁村地域における中核として期待される

役割を十全に果たしていくため、その人的基盤の強化、

財務面での健全化を図る事業を実施した。

⑵　内 容

　認定漁協へつながる漁協合併等の円滑な推進に資す

るための啓発・普及活動、事業の健全化・適正化を図

るための監査活動、漁協系統組織職員等の人材育成を

行うための研修・教育活動、漁協系統の育成・強化を

図るための近隣諸国の漁協系統組織との国際交流活動、

漁協合併又は信用事業譲渡による漁協の財務状況の調

査分析に要する経費に対して補助を行った。

３　漁協系統新生対策推進事業

⑴　趣 旨

　漁協による資源管理等の取組を促進するため、資源

管理等に精通した人材育成を行うとともに、資源管理

を支えるための漁協系統の事業・組織改革等への支援

を実施した。

⑵　内 容

　資源管理等環境問題に精通した人材育成のための役

職員研修、資源管理等環境問題に取り組む非営利活動

団体との連携、情報ネットワークを活用した資源管理

等に関する情報交換の推進、資源管理を支えるための

経済事業等実施体制の見直し・検討、各地域における

水産業振興方策の検討等に要する経費に対して補助を

行った。

４　漁協組織緊急再編対策事業

⑴　趣 旨

　資源管理、担い手育成等の水産業の新たな課題を担

うに足りる基盤を備えた漁協（認定漁協）を育成する

ため、合併・事業統合を促進するとともに、財務改善

を図る漁協組織・事業の再編を進める対策を実施した。

⑵　内 容

①漁協合併等促進対策事業

　　認定漁協につながる合併等を促進するため、合併

等予定漁協を対象として、プロジェクトチーム派遣

による経営診断、漁協役員の意識啓発のための研修、

地区合併協議会の推進、経営困難漁協に対する濃密

経営指導等に要する経費に対して補助を行った。

②漁協経営体質強化等促進事業

　　合併等実施漁協の経営体質の強化を図るための検

討会の開催及び指導、職員の資質向上のための実務

研修、事務の合理化のための機器（パソコン等）等

の導入等に要する経費に対して補助を行った。

③利子補給事業

　　認定漁協につながる合併を行う漁協及び信漁連へ

の信用事業譲渡を行う漁協が、合併等に伴い必要な

借入をする際に、都道府県が行う利子補給に対して

補助を行った。

５　漁協系統信用事業実施基盤強化対策事業

⑴　趣 旨

　漁協から信漁連への信用事業譲渡を推進するために、

譲渡予定漁協に対する指導、信用事業を譲り受ける信

漁連に対する信用事業実施基盤の強化を実施した。

⑵　内 容

　漁協から信漁連への信用事業譲渡を円滑に進めるた

め、譲渡予定漁協における財務内容の把握・指導、漁

協役職員への啓発普及等を実施するとともに、信用事

業を譲り受ける信漁連に対し、事業の運営効率化を図

るための検討、計画策定とそれに従った機器整備等に

要する経費に対して補助を行った
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第６節　水産物の流通加工・需給・

　　　　消費対策 

１　水産物の需給・価格動向

　14年（１月～ 12月）における我が国の漁業・養殖

業の総生産量は582万８千ｔで、前年に比べ4.9%減少

した。

　魚種別には、かたくちいわし、びんなが、ます類、

のり類（養殖）、ほたてがい（養殖）、ぶり類（養殖）

等が増加し、まいわし、さば類、さんま、かき類（養

殖）、こんぶ類（養殖）、わかめ類（養殖）等が減少した。

　14年の水産物の輸入量は382万１千ｔで、前年に比

べ0.1%減少した。

　14年の産地価格は、産地水産物卸売価格指数総合で

は105.0（平12=100）で、前年に比べ4.1%上昇した。

　これは、かたくちいわし、ほっけ、さけ類等の価格

が低下したものの、さんま、するめいか（冷）、する

めいか等の価格が上昇したためである。

　14年の消費地価格は、消費地卸売価格指数総合では

97.2（平12=100）で、前年に比べ0.7%低下した。

　これは、まいわし、たこ（冷）、たら（冷）等の価

格が上昇したものの、びんなが（冷）、まぐろ（冷）、

まだい等が低下したためである。

２　水産物の流通対策

⑴　水産物産地流通加工施設高度化対策事業

ア　趣旨

　　多様化・高度化する流通・消費システムに的確

に対応し、安全かつ高品質な水産物を安定的に供給

するとともに、水産物の流通・加工分野における循

環型社会への的確な対応を推進するために必要な流

通・加工施設の整備を計画的、効率的に実施する。

イ　事業の概要

ア　産地流通機能強化型施設整備事業
　　　産地市場の統合再編整備により拠点化を図る地

域、年間の水揚量がおおむね５千トン以上の大型拠

点産地等において、地域水産物の付加価値の向上

を図り、鮮度・品質・規格の揃った水産物を効率的

に供給する産地流通体制の強化に必要な卸売場建

物、冷蔵施設等の共同利用施設の整備等を行う。

　ａ　産地市場統合再編整備事業

　　　都道府県が策定する産地市場の再編整備計画に

即して、産地市場機能の強化を図るため、産地市

場の統合を計画している拠点産地において、水産

物の広域・大量流通に対応した大規模かつ先進的

な産地市場に必要な施設の整備を行う。

　ｂ　大型拠点産地整備事業

　　　産地から消費地への水産物の安定的出荷を推進

し、水産物流通の合理化及び近代化を図るため、

拠点産地において、当該生産圏における流通・加

工機能の促進・強化に必要な施設の整備を行う。

　ｃ　大都市流通センター整備事業

　　　水産物流通の大幅な拡大に対応し、消費地にお

ける需給調整機能の強化及び地域水産物の高付加

価値を図るため、大都市又はその周辺地域におい

て、水産物の大都市流通拠点に必要な施設の整備

を行う。

イ　環境対策等高度化施設整備事業
　　「循環型社会の形成」に向けての新たな環境対策

の高度化、多様化する消費者ニーズに対応するため

の加工技術等の高度化、水産物の品質・衛生管理の

高度化を図るために必要な施設の整備等を行う。

　ａ　環境対策高度化施設整備事業

　　　水産物の流通加工過程における排水処理、水産

加工残滓等のリサイクル等に必要な高度な処理機

能を有する施設の整備を行う。

　ｂ　加工技術高度化施設整備事業

　　　地方公共団体の試験研究機関による指導の下、

漁業者、水産加工業者等が地域水産物の付加価値

向上対策・環境対策に関する技術開発等を実施す

るために必要な地域開放型の試験研究施設の整備

を行う。

　ｃ　品質管理高度化施設整備事業

　　　近年の流通・加工形態及び需要者のニーズに対

応した品質・衛生管理の強化のために必要な高度

な品質・衛生管理機能を有する施設の整備を行う。

ウ　無廃棄型水産加工団地基盤整備事業
　　水産加工団地から排出される加工残滓等を有効利

用し、排出物をゼロにするゼロエミッション型水産

加工団地を整備するため、水産物の加工過程におけ

る廃水処理水・加工残滓の再生利用に必要な施設の

整備等を行う。

ウ　事業実施主体等

ア　事業期間：平成13年度～ 17年度（但し、イのウ
は平成14年度～ 15年度）

イ　事業実施主体：地方公共団体、水産業協同組合等
ウ　補助率：１／３以内（但し、イのイのａ及びb並

びにウは１／２以内）
エ　事業内容：卸売場建物、製氷施設、冷凍施設、処
理加工施設、品質検査施設、試験研究施設、排水・
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廃棄物処理施設等、残滓処理施設等

⑵　水産物産地流通機能強化対策事業

　産地市場を中心とする水産物流通の活性化を図るた

め、水産物産地流通機能強化対策基本方針策定のため

の協議会、情報ネットワーク化、量販店等との新たな

取引や一次処理・加工分野への進出に関する研修会、

市場動向調査、製品の改良開発、消費地フェア、市場

間の集荷体制整備、地元加工業者との連携等による特

産物の開発、給食等への利用、地域消費者への普及啓

発等による水産物の利活用の促進、モデル的な共同出

荷事業等を行った。事業実施主体は都道府県等であり、

補助率は１／２で実施した。

⑶　水産物サプライチェーン流通パイロット事業

　現在の水産物流通は、①多段階で流通経路が長く、

②その過程で荷姿が複数回変化する、③物流・商流コ

ストがかかる、④消費動向が産地・中間流通に伝わり

にくい等の問題を有しており、流通効率化への取組が

特に必要となっていることから、物流、商流、情報流

において、産地での水揚げから小売店での最終販売に

至る最も効率的な供給の流れを構築するため、サプラ

イチェーンマネジメントの水産物流通への適用効果に

ついて検討を行うこととし、これに必要な協議会や実

証事業等に必要な経費について、財団法人魚価安定基

金、全国漁業協同組合連合会等に補助を行った。

３　水産加工業対策

⑴　概 況

　水産加工品の生産量（以下使用する数値は、陸上加

工のみ）は、原料魚の供給や需要の推移によって左右

されるところが大きい。平成14年の水産加工品生産量

（生鮮冷凍水産物を除く。）は213万6,000ｔで、前年に

比べ５%（11万7,000ｔ）減少し、生鮮冷凍水産物の

生産量は140万4,000ｔで、前年に比べ11%（18万1,000

ｔ）減少した。

ア　ねり製品

　　ねり製品の生産量は67万6,600ｔで、前年に比べ

４%（２万6,300ｔ）減少した。このうち、かまぼ

こ類は47万3,000ｔ、やきちくわは14万1,500ｔ、魚

肉ハム・ソーセージ類は６万2,100ｔで、前年に比

べそれぞれ4%（２万1,300ｔ）、３%（4,400ｔ）、１

%（600ｔ）減少した。

イ　冷凍食品

　　冷凍食品の生産量は31万5,800ｔで、前年に比べ

２%（5,000ｔ）減少した。このうち、魚介類（切

り身、むきえび等の加工品）は15万6,800ｔで、前

年に比べ３%（4,100ｔ）増加したが、水産物調理

食品は15万9,000ｔで、前年に比べ５%（9,200ｔ）

減少した。

ウ　乾製品

　　乾製品の生産量は34万1,100ｔで、前年に比べ４

%（１万6,000ｔ）減少した。このうち、煮干し品

は８万2700ｔで、前年に比べ３%（2,400ｔ）増加

したが、素干し品は３万6,000ｔで前年並み、塩干

品は22万2,500ｔで、前年に比べ８%（１万8,400ｔ）

減少した。

エ　塩蔵品

　　塩蔵品の生産量は22万1,800ｔで、前年に比べ

16%（４万1,200ｔ）減少した。このうち、さけ・

ますは10万2,800ｔで前年に比べ１%増加したが、

さばは３万8,400ｔ､たらこ・すけとうだらこは２万

300ｔで、前年に比べそれぞれ50%（３万8,900ｔ）、

15%（3,400ｔ）減少した。

オ　くん製品

　　くん製品の生産量は１万2,600ｔで、前年に比べ

21%（2,200ｔ）増加した。

カ　節製品

　　節製品の生産量は11万6,300ｔで、前年に比べ５

%（5,900ｔ）減少した。このうち、節類は７万900ｔ、

けずり節は４万5,400ｔで、前年に比べそれぞれ６

%（4,600ｔ）、３%（1,300ｔ）減少した。

キ　その他の食品加工品

　　その他の食用加工品の生産量は45万2,000ｔで、

前年に比べ５%（２万5,200ｔ）減少した。このうち、

調味加工品は28万9,800ｔ、水産物漬物は７万6,100

ｔ、塩辛類は３万4,500ｔで、前年に比べそれぞれ

６%（１万8,500ｔ）、５%（4,000ｔ）、３%（1,200

ｔ）減少した。

ク　生鮮冷凍水産物

　　生鮮冷凍水産物の生産量は140万4,000ｔで、前年

に比べ11%（18万1,000ｔ）減少した。このうち、さけ・

ます類は12万3,700ｔで、前年に比べ６%（7,000ｔ）

増加したが、いわし類は22万9,500ｔ、さんまは11

万9,000ｔ、さば類は18万6,000ｔで、前年に比べそ

れぞれ18%（５万ｔ）、32%（５万7,300ｔ）、15%（３万

2,100ｔ）減少した。

⑵　主な水産加工業対策

ア　地域水産物の利用拡大を図ったほか、品質管理の

向上に向けた取組を推進し、地域における水産加工

技術開発の総合的な充実強化を図るため、水産物の

栄養機能を活かした多用途素材化を目的とした利用

技術の開発、地域水産加工品の生産体制を確立する

ための加工技術の高度化、地域水産物の高付加価値
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化等に向けた加工製造技術の開発を行う地域水産加

工技術高度化事業に対し助成した。

イ　最先端の精製技術や酵素発酵等を利用した生物工

学的技術を活用して、水産資源（混獲魚介類、廃棄

物等）を有効に利用する技術開発を行い、循環型水

産業の形成に貢献する｢先端技術を活用した水産資

源循環型利用技術の開発｣に助成した。

ウ　水産物の品質や安全性を確保するための、評価技

術、殺菌技術及び新たな加工技術等について先端的

技術を導入して開発し、国民への安全・高品質な水

産物の供給を確保するとともに、水産加工流通行の

振興に資する｢水産加工流通合理化技術の開発｣に

助成した。

エ　水産加工業における環境問題の発生状況及び対策

の実施状況等について調査・検討を実施した。事業

の委託先は財団法人農林統計協会である。

オ　地域水産加工品のブランド化を契機とした事業基

盤強化を図るため、ブランド検討、ブランド確立、

ブランド普及を行う「みなとまち水産加工振興事業」

に対し助成した。

カ　食品の品質や安全に関する消費者ニーズに応える

ため、水産業者が実施する、安全で高品質な水産物

を提供するための、生産から消費に至る各段階にお

ける取組を推進し、HACCP方式導入のための普及

啓発を行う水産食品品質高度化総合対策事業に対し

て助成した。

キ　近年の水産加工業をめぐる厳しい情勢に対応して、

我が国近海資源の有効利用と水産加工業の体質強化

を図るため、「水産加工業施設改良資金融通臨時措

置法」（昭和52年法律第93号）に基づき、水産加工

資金（融資枠88億円）の融通を措置した。

ク　水産資源の有効利用の促進、経営不振水産加工業

者の経営の維持・安定等を図るため、水産加工経営

改善促進資金（融資枠145億円）の融通を措置した。

４　水産物の需給安定対策

⑴　魚価安定基金造成事業（水産物調整保管事業）

　近年における水産物の価格変動に対処し産地及び消

費地を通ずる水産物価格の安定を図るため、漁業生産

者団体等が、主要水産物の調整保管事業（水揚げが集

中して産地価格が低迷する際に漁業生産者団体等がこ

れを一定の価格で買い取り、冷蔵庫等で調整保管し、

価格が上昇した際に放出する事業）を実施した際買取

代金金利、保管料等を助成するために必要な資金を㈶

魚価安定基金に追加造成した。

⑵　水産物流通グローバル化影響調査事業

　世界的に流通する水産物の取引形態の変化等が、現

に国内の需給調整、価格形成に及ぼしている影響を明

らかにするため、主要な産地及び消費地において、価

格、入荷量等に関する情報を収集し、その実態と影響

を調査分析した。事業の委託先は、社団法人漁業情報

サービスセンターと、財団法人流通経済研究所である。

⑶　水産物流通加工改善モデル事業資金造成

　加工用原料、漁業用餌料の安定供給を図るため、生

産者と需用者間における安定供給契約による円滑な取

引等を促進するために必要な経費について、漁業生産

者団体等に対し、財団法人魚価安定基金を通じて補助

を行った。

５　水産物の消費拡大対策

水産物消費改善推進対策事業

　消費者の適切な消費活動の実現及び限りある水産資

源の有効かつ持続的な利用に資するため、水産物の有

用性や活用法の周知、将来、我が国の魚食文化の主た

る担い手となる若年層を対象とした啓発活動等を行う

とともに、水産物資源管理への取組等水産物の生産に

関する情報等の発信を行った。事業実施主体は社団法

人大日本水産会、全国漁業協同組合連合会であり、補

助率は、１／２及び定額で助成した。

６　水産物の輸出入

⑴　輸出入の概況

ア　輸　出

　　14年の水産物総輸出額は、1,365億100万円であり、

前年に比べ、0.9%増加となった。

　　輸出額が増加した主な品目は、ほたてがい、たら

等であり、逆に減少した品目は、真珠、いか等であ

る（表13）。

　　また、輸出先別にみると、香港（25%）が最も大

きく、次いで米国（21%）、韓国（14%）、中国（８

%）、タイ（６%）と続いている｡
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イ　輸　入

　　14年の水産物の総輸入額は、１兆7,621億9,600万

円で､前年より2.2%増加した。

　　輸入額が増加した品目は､まぐろ･かじき類、い

か等で、逆に減少した品目は、たらの卵、うなぎ調

整品等である（表14）｡

⑵　水産物の非自由化品目

　我が国では、沿岸・沖合漁業の主要対象魚種につい

て、無秩序な輸入により国内の漁業生産及び需給に悪

影響が生じないよう輸入割当制度の対象種としている。

昭和35年以降、漸次自由化され、現在の輸入割当品目

は次のとおりである｡

　○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けの

さば、あじ、いわし、たら、すけとうだら、さん

ま及びぶり、並びにそれらの魚類のフィレ及びそ

の他の魚肉、フィッシュミール。

　○煮干し。

　○冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けのたらの卵。

　○活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬けの

ほたて貝、貝柱及びいか（もんごういかを除く）。

　○食用ののり、こんぶ、青のり及びひとえぐさ並び

にそれらの調製食料品｡

第７節　漁船損害等補償制度

１　概 況

　漁船損害等補償制度は、漁船及び漁船積荷につき不

慮の事故による損害をてん補するとともに、漁船の運

航に伴う損害賠償、費用負担による損害をてん補する

－ 378 － － 379 －

水　

産　

庁

表13　14年水産物輸出実績

表14　14年水産物輸入実績

表15　14年度補助金等



第11章　水　　産　　庁 第11章　水　　産　　庁

こと等を目的とした制度であり、「漁船損害等補償法」

（昭和27年法律第28号）に基づく漁船保険（普通保険、

特殊保険）、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、

漁船積荷保険及び任意保険並びに「漁船乗組員給与保

険法」（昭和27年法律第212号）に基づく漁船乗組員給

与保険から構成される。

　これらの保険の元受は漁船保険組合が行っている。

そのうち特殊保険及び漁船乗組員給与保険については

国が再保険を行い、普通保険、漁船船主責任保険、漁

船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険について

は漁船保険中央会が再保険を行い、さらにその一部に

つき国が再々保険を行っている。

２　漁船保険等事業

⑴　漁 船 保 険

　この保険は、漁船につき、滅失、沈没、損傷その他

の事故により生じた損害をてん補するものであり、戦

乱等によらない事故により生じた損害をてん補する普

通保険と、戦乱等による事故により生じた損害をてん

補する特殊保険がある。普通保険には、これらの損害

のみをてん補する普通損害保険と、これらの損害をて

ん補するとともに、保険期間が満了した場合に保険金

額相当の保険金を支払う満期保険がある。

ア　普通保険

ア　普通保険の加入状況
　　14年度において普通保険に加入した漁船は、22万

254隻、110万9,300ｔである。このうち普通損害保

険の加入隻数は21万3,980隻で、満期保険の加入は

（継続分を含む）6,274隻である。

　　加入隻数を前年度と比べると総隻数では4,420隻

減となっており、20ｔ未満階層では4,255隻（1.9%）

減少し、20ｔ以上階層では165隻（7.3%）減少して

いる。トン数階層別に普通保険の構成比を見ると動

力漁船では、５ｔ未満が87.1%を占めており、以下

５ ～ ９ｔ7.4%、10 ～ 19ｔ4.4%、20 ～ 49ｔ0.1%、

50～ 99ｔ0.2%、100～ 999ｔ0.6%となっており、

無動力漁船は0.2%である。

　　次に13年12月31日現在の在籍漁船数と加入隻数

を対比した隻数加入率をみると、加入総隻数では、

63.3%の加入率となっており、このうち動力漁船で

は、５ｔ未満は62.6%、５～ 19ｔは87.9%、20～

49ｔは77.1%、50～ 99ｔは77.5%、100～ 999ｔは

83.4%となっており、無動力漁船は4.3%であった。

　　また、保険価額に対する保険金額の割合すなわち

付保率は、動力漁船では、５ｔ未満95.1%、５～９

ｔ93.1%、10 ～ 19ｔ95.1%、20 ～ 49ｔ98.1%、50

～ 99ｔ98.1%、100～ 999ｔは90.5%で、動力漁船

総数では93.7%を示しており、これらの引受保険金

総額は１兆2,996億円であって、前年度に比べて488

億円の減を示している。

イ　保険事故
　　14年度において保険金を支払った普通保険事故は

59,442件、支払保険金額は184億9,973万円であり、

前年比7.5%の減となった。

ウ　漁具特約の引受及び事故
　　漁船に属する漁具については、特約がある場合の

み、その属する漁船とともに保険の目的とし得るこ

ととなっており、普通保険においては、漁船ととも

に全損した場合に限りてん補することとなっている。

　　14年度において、漁具特約の引受件数は（特殊保

険を含む）は431件で、保険金額は42億3,464万円で

あった。

　　なお、保険金を支払ったものは３件2,953万円で

あった。

イ　特殊保険

　　14年度の保険契約件数は182件で、保険金額は275

億345万円であり、その内訳は北部漁場181件272億

1,345万円、西部漁場０件、南部漁場１件２億9,000

万円であった。

　　なお、保険金の支払いはなかった。

⑵　漁船船主責任保険

　この保険は、漁船の所有者又は使用者が、その所有

し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該

漁船の運航に伴って生じた費用で自己が負担しなけれ

ばならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴っ

て生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償する

ことによる損害をてん補するものである。

　14年度の保険契約隻数は、基本損害216,796隻、乗

客損害14,172隻、人命損害10,105隻で、保険金額はそ

れぞれ15兆9,686億6,500万円、５兆378億2,500万円、

305億4,300万円であり、純保険料額はそれぞれ37億

5,589万円、３億3,907万円、4,566万円であった。

　なお、保険金を支払ったものは、基本損害2,303件

26億9,836万円、乗客損害55件２億729万円、人命損害

12件2,866万円であった。

⑶　漁船乗組船主保険

　この保険は、漁船の所有者又は使用者であって、そ

の所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する

当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に

伴って死亡及び障害の事故が生じた場合に一定の金額

を支払うものである。

　14年度の保険契約隻数は27,615隻で、保険金額は
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398億3,050万円であり、純保険料額は4,929万円であっ

た。

　なお、保険金を支払ったものは、29件2,353万円で

あった。

⑷　漁 船 積 荷 保 険

　この保険は、漁船の所有者又は使用者がその所有し、

若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船に積

載した漁獲物等に生じた損害をてん補するものである。

　14年度の保険契約隻数は941隻で、保険金額は1,214

億9,060万円であり、純保険料額は２億5,463万円で

あった。

　なお、保険金を支払ったものは、17件３億2,281万

円であった。

⑸　任 意 保 険

　この保険には、①漁船により漁獲され漁船以外の船

舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅

失、流失、損傷その他の事故により生じた損害をて

ん補する転載積荷保険と、②スポーツ又はレクリエー

ションの用に供する小型の船舶（プレジャーボート）

の運航に伴いプレジャーボートの所有者等が負担する

賠償責任に基づく賠償等による損害をてん補するプレ

ジャーボート責任保険の２種類がある。

　14年度の保険契約隻数は、転載積荷保険122隻、プ

レジャーボート責任保険7,303隻で、保険金額はそれ

ぞれ85億2,089万円、6,110億6,900万円であり、純保険

料額はそれぞれ860万円、5,858万円であった。

　なお、保険金を支払ったものは、プレジャーボート

責任保険34件428万円であり、転載積荷保険の支払い

はなかった。

⑹　漁船乗組員給与保険

　この保険は、漁船の乗組員が抑留された場合におけ

る給与を保障するため、漁船保険組合が保険事業を行

うものである。

　14年度の保険契約件数は129件で、その内訳は北部

漁場128件、西部漁場０件、南部漁場１件であった。

　なお、保険金の支払いはなかった。

３　財 政 措 置

　普通保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険につ

いては、一定の条件の下に国庫が純保険料の一部を負

担することとなっている。14年度においては、国庫負

担額は69億3,516万円であった。

　また、漁船保険組合及び漁船保険中央会に対し、事

業実施に必要な経費について９億4,715万円の助成を

行った。

第８節　漁業災害補償制度

１　概 況

　漁業災害補償制度は、「漁業災害補償法」（昭和39年

法律第158号）に基づき、漁業協同組合等の協同組織

を基盤とする漁業共済団体（漁業共済組合及び同連合

会）が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業並びに政

府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互

救済の精神を基調として、その営む漁業につき異常の

事象又は不慮の事故によって受ける損失を補てんする

ために必要な給付を行い、中小漁業者の漁業再生産の

阻害の防止及び漁業経営の安定に資することを目的と

するものである。

　近年の我が国水産業を取り巻く情勢は、周辺水域の

資源状況の悪化、漁業就業者の減少・高齢化など依然

として厳しく、漁業経営は困難な現状におかれており、

経営安定に漁業共済の果たす役割はますます重要と

なっている。

　このような中で、14年度の加入状況は、加入件数

42,512件、共済金額3,622億2,329万円、純共済掛金161

億1,874万円であった。この加入実績は、前年度実績

3,756億1,443万円に対し3.6%減（134億円減）となった。

この内訳は、漁獲共済が前年度比0.7%増（15億円増）、

養殖共済が前年度比12.7%減（100億円減）、特定養殖

共済が前年度比7.8%減（61億円減）、漁業施設共済（14

年10月より、従来の漁具共済から移行）は前年度比

63.0%増（12.0億円増）となっている。

　なお、13年度契約分に係る支払状況は、14年３月末

現在で支払件数1,480件、支払共済金41億8,186万円で

あった。

２　漁業共済事業

⑴　漁 獲 共 済

　この共済は、漁業者の共済責任期間中の操業に係る

漁獲金額が共済限度額（過去一定年間の漁獲金額を基

準として漁業者ごとに定める一定額）に達しない場合

の損失について共済金を支払う事業である。

　14年度の契約件数は、15,235件と前年度の13,888件

に比べ増加し、共済金額では、2,181億3,765万円と前

年度2,166億6,402万円に比べ0.7%の増加となった。

　なお、13年度契約分に係る支払状況は、14年３月

末現在で支払件数476件、支払共済金25億8,361万円で

あった。
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⑵　養 殖 共 済

　この共済は、養殖中の水産動植物が、台風や津波、

赤潮等の災害により死亡、流失した等の損害について

共済金を支払う事業である。

　14年度の契約件数は、6,567件と前年度の7,022件に

比べ減少し、共済金額では、686億7,906万円と前年度

786億5,704万円に比べ12.7%の減少となった。

　なお、13年度契約分に係る支払状況は、14年３月

末現在で支払件数989件、支払共済金15億4,444万円で

あった。

⑶　特 定 養 殖 共 済

　この共済は、特定養殖業の共済責任期間中の養殖に

係る生産金額が共済限度額（過去一定年間の生産金額

を基準として漁業者ごとに定める一定額）に達しない

場合で、かつ、その生産数量が一定の数量に達しなかっ

た場合の損失について共済金を支払う事業である。

　14年度の契約件数は、6,240件と前年度の3,940件に

比べ増加したものの、共済金額では、722億2,659万円

と前年度783億4,195万円に比べ7.8%の減少となった。

　なお、13年度契約分については、14年３月末現在で

支払いはなかった。

⑷　漁 業 施 設 共 済

　この共済は、供用中の養殖施設又は漁具の流失、損

壊等の事故による損害について共済金を支払う事業で

ある。平成14年10月より、従来は養殖共済又は特定養

殖共済の共済目的とされていた養殖施設を共済目的に

加え、漁具共済から漁業施設共済に移行した。

　14年度の加入件数は、14,470件と前年度の297件に

比べ増加し、共済金額では、31億8,000万円と前年度

19億5,142万円に比べ63.0%の増加となった。

　なお、13年度契約分に係る支払状況は、14年３月末

現在で支払件数15件、支払共済金5,381万円であった。

３　財 政 措 置

　14年度においては、漁業共済の加入者に対する共済

掛金についての国庫補助額は73億625万円であった。

　また、漁業共済組合及び同連合会に対して、事業実

施に必要な経費について６億8,128万円の助成を行った。

第９節　沿岸・沖合漁業

１　沖合底びき網漁業

　概要：沖合底びき網漁業は15ｔ以上の動力漁船に

より底びき網を使用し、おおむね北緯25度以北、東経

153度以西と東経128度30分（一部128度）の線により

囲まれた太平洋、オホーツク海及び日本海で行う漁業

である。操業区域は46区分に細分化されており操業は

資源保護上及び漁業調整上の厳しい制限のもとに主に

自県沖を中心に行われている。

　許認可隻数：14年末で441隻であった。

　船型：160ｔまで４階層に分かれるが新41～新75ｔ

階層が131隻、新40ｔ未満階層が148隻と最も多くなっ

ている。

　漁法：かけまわし、トロール及び２そうびきであり、

オッタトロールは北海道周辺及び宮城～千葉までの沖

合で操業しており、２そうびきは岩手の一部、太平洋

南海区及び島根～福岡で操業している。北海道及びそ

の他の海域においては主としてかけまわしによる操業

が行われている。

　漁獲量：13年は35万ｔで前年に比べ５万ｔ減少した。

魚種別にはすけとうだら11万ｔ、ほっけ10万ｔ、かれ

い類１万７千ｔとなっている。

２　小型底びき網漁業

　小型底びき網漁業は総トン数15ｔ未満の動力漁船に

より底びき網を使用して営む漁業であり、地先沿岸

を漁場とするものから沖合域を漁場とするものまで

地域により多様であって、沿岸漁業の中においては、

釣、延縄とともに代表的な地位を占めている。本漁業

は他種沿岸漁業と比較すると、漁獲効率が高く、資源

に及ぼす影響が大きい。また、漁場が競合する同業種

間、あるいは他種沿岸漁業との間において漁業者同士

の紛争が発生する恐れがあるので、漁業調整上の見地

から都道府県知事が許可することができる隻数の最高

限度を農林水産大臣の告示により定めている。また、

海域によっては船舶の総トン数若しくは馬力数の最高

限度を定めることができることとなっているほか、漁

具漁法についても漁獲効率が高い２そうびき漁法、網

口開口板等の使用を農林水産大臣が特に定める海域

以外は禁止している。本漁業の14年の許可総枠隻数約

２万２千隻である。14年の漁獲量は約44万４千ｔでほ

ぼ前年同となっている。漁獲物はひらめ、かれい類、

えび類の中高級魚が多く、生鮮、そう菜物として利用

されている。

３　ま き 網 漁 業

　総トン数40トン（北海道恵山岬灯台から青森県尻屋

崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中

心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同

直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点まで

の部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎
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灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正

南の線から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総

トン数15トン）以上の動力漁船によりまき網を使用し

て行う大中型まき網漁業の15年１月現在の許認可隻数

は、220隻であった。

　また５トン以上40トン未満（北部太平洋海域におい

ては15トン未満）の中型まき網漁業の大臣枠付隻数は、

15年１月現在で536隻となっている。13年におけるま

き網漁業の漁獲量は約126万トン（うち大中型まき網

漁業約91万トン）で、前年より約10万トンの減となっ

た。これは主にまいわし、さば類の漁獲減によるもの

である。

４　ずわいがに漁業

　日本海及びオホーツク海のずわいがには、主として

沖合底びき網漁業、小型機船底びき網漁業及びかご漁

業により漁獲されている。このうち、ずわいがにを漁

獲目的とする10ｔ以上船（小型機船底びき網漁業及び

沖合底びき網漁業を除く。）については大臣承認となっ

ており、沖合底びき網漁業・小型機船底びき網漁業も

含めて、ずわいがにの漁獲時期、体長制限等を省令

で規制している。14年度の承認隻数はかご漁船18隻で

あった。13年のずわいがにの全国漁獲量は約５千ｔで

ある。

５　さ ん ま 漁 業

　さんま漁業を大きく２つに分けると10ｔ以上の漁船

で千葉県野島崎燈台正東の線以北の太平洋の海域に

おいて漁を営む指定漁業（承認漁業）と10ｔ未満の小

型船で漁を営む知事許可漁業がある。（このうち指定

漁業については、平成14年３月31日までは承認漁業で

あったが平成14年４月１日から「北太平洋さんま漁業」

として指定漁業へ移行した。）

　漁法として、北太平洋さんま棒受網漁業では棒受網

のみであるが、知事許可漁業に関しては、流し網によ

る漁も行っている。

　本漁業の漁期は、さんまの回遊が索餌のための北上

する魚群及び産卵のための南下魚群が形受網成される

８月から12月と限定されており、さんま漁船の多くが

さけ・ます流し網漁業等との兼業船である。指定漁

業における操業時期は、８月１日から12月31日までと

なっている。

　14年度のさんま漁業の大臣許可隻数は229隻で、前

年度から３隻減少している。漁獲量については、12年

の漁獲量は21万ｔ、13年の漁獲量は26万トンとなって

いる。

６　いかつり漁業

　いかつり漁業は、かつて沿岸零細漁業から沖合漁業

へ、さらには海外漁業へと展開してきたが、魚価の低

迷等によりいかつり専業船を中心に水揚金額の不振が

続いている。

　いかつり漁業は大きく分けると船舶の総トン数によ

り、その制度的扱いを異にしている。平成14年３月31

日までは、総トン数30ｔ以上の動力漁船によりいかつ

り漁業を営む場合は農林水産大臣の承認を必要とし、

30ｔ以上139ｔ未満の漁船によるものを「中型いか釣

り漁業」、139ｔ以上の漁船によるものを通称「大型い

か釣り漁業」と称し操業海域等を区分していた。

　承認漁業だったいかつり漁業は、平成14年４月１日

に指定漁業化され、平成14年８月１日の指定漁業の許

可等の一斉更新時には、それまでの操業海域を変更す

ることなく「中型いか釣り漁業」の総トン数の上限の

みを139ｔ未満から185ｔ未満へ変更した。これにより、

「中型いか釣り漁業」と「大型いか釣り漁業」の総ト

ン数による区分が一部重複することとなったが、それ

までの操業海域で区分していくこととなった。

　一方、30ｔ未満の漁船については、農林水産大臣の

許可を必要としないが、それぞれの都道府県の事情に

即した知事許可等の取り扱いが行われている。

　なお、するめいかを目的とする５ｔ以上30ｔ未満船

については、平成10年から農林水産大臣への届出漁業

となっている。

　14年度の許可隻数は大型いかつり漁業が79隻、中型

いかつり漁業が171隻である。また、30ｔ未満船は全

国で約１万９千隻が稼働している。

７　かじき等流し網漁業

　かじき等流し網漁業は大目流し網漁業と称してお

り、かじき、かつお又はまぐろをとることを目的とし

た漁業である。三陸沖を中心に古くから行われ基本的

には自由漁業となっていたが、国際環境の変化により

元年８月届出漁業とした。さらに、公海における操業

は、３年の第46回国連総会の決議により４年12月末を

もって停止となった。我が国200海里においては、公

海域からの転換等により届出海域における漁獲努力量

が増加する恐れがあるので、５年４月より知事許可又

は海区承認による規制が行われている海域以外は操業

禁止区域となった。本漁業の13年の漁獲量は約５千ｔ

であった。
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８　遊漁・海面利用

　近年の海に対する国民の関心の高まりの中で、海洋

性レクリエーション人口の増加、行動範囲の広域化が

顕著であり、また、これに伴い漁業との間で海面の利

用をめぐりトラブルが頻発している。このため、各沿

岸都道府県において海面利用協議会、地区協議会を開

催するとともに、沿岸漁場整備開発法（昭和49年法律

第49号）に基づく漁場利用協定の締結を促進して、海

洋性レクリエーション関係者と漁業者の協議・合意を

通じた漁業と海洋性レクリエーションの漁場利用秩序

の確立に努めた。また、遊漁者に対して、漁業関係法

令、釣りマナー等漁場利用に必要な知識を周知、広報

するための事業、漁業と海洋性レクリエーションにお

ける海面の円滑な利用調整及び合理的な紛争解決を図

るため、海レク者の活動動向の把握及び意識の実態調

査を実施するとともに、青少年を中心に水産資源の有

効利用の重要性について認識を育み漁業への理解を促

進するための水産教室等の開催、釣り人に対し、釣り

マナー、釣場ルール、水産資源保護、釣場環境保全、

釣場の安全等の指導を行う者を育成する釣り指導員活

動推進事業を引き続き実施した。

　遊漁船については、遊漁船業の適正化に関する法

律の一部を改正する法律（平成14年法律第76号）が第

154国会において成立し、６月19日に公布された。同

法は平成15年４月１日に施行されることとされたため、

この施行に向けて遊漁船業の適正化に関する法律施行

規則（平成元年農林水産省令第37号）の改正を行う等、

関係省令、告示の整備を実施した。また、政府広報等

の枠組みを活用して、国民に制度改正の内容を周知す

るための取組を実施した。

　また、遊漁船に関する現行制度の周知徹底、事故防

止等を図るための遊漁船業安全・適正化推進事業を実

施するとともに資源管理の取組を促進するため、遊漁

による資源利用の適正化対策事業を実施したほか、遊

漁船業に関する情報データの充実化のため遊漁船業基

礎情報分析事業及び遊漁船業情報管理システム開発事

業を実施した。

　このほか、海洋性レクリエーション関係者に対する

海面利用のルール等の普及・啓発を図る海面利用調整

定着化事業やそのルール等の情報を提供するシステム

の開発を図る海面利用情報システム等整備促進事業を

実施した。

９　我が国200海里内における漁業取締り

⑴　外国漁船の取締り

　平成11年１月の新日韓漁業協定、平成12年６月の新

日中漁業協定の発効に伴い、ロシア漁船と合わせ約

３千隻もの外国漁船が我が国の許可を受けて、我が国

200海里内で操業を行うこととなった。水産庁ではこ

れら外国漁船による違反操業の未然防止のための立入

検査を実施するとともに、違反及び無許可外国漁船の

拿捕、違法設置漁具の押収等の漁業取締りを実施して

おり、特に外国漁船による違反が頻発している九州・

山陰周辺などの海域については、漁業取締船、漁業取

締航空機を重点的に配備している。

　これら漁業取締りにより拿捕した違反漁船に対して

は、司法処分を科すとともに、行政処分として許可の

停止や取消しの処分を実施しており、平成14年におけ

る拿捕件数は38隻（韓国漁船25隻、中国漁船12隻、ロ

シア漁船１隻、前年21隻）であった。

　また、平成14年における外国漁船による違法漁具の

押収量は、刺網・延縄が約441km（前年約272km）、

篭漁具が4,022個（前年335個）に達した。

⑵　沿岸・沖合等漁業の取締り

　我が国の沿岸・沖合等漁業に関する取締りは、主と

して指定漁業、承認漁業等に対して行われているが、

都道府県の知事許可の沿岸漁業に対しても指導・取締

りを行っている。

　また、検挙した違反漁船に対しては、司法処分が科

されるとともに停泊処分や船長等の乗組み禁止処分な

どの行政処分を実施しており、平成14年における検挙

件数は29隻（沖合底びき網漁業７隻、小型機船底びき

網漁業２隻、いか釣り漁業３隻、中型さけ・ます流し

網漁業11隻、その他漁業６隻、前年は19隻）であった。

⑶　漁業取締体制の強化

　水産庁では、我が国200海里内における漁業指導・

取締りのため、漁業取締船（官船５隻、用船29隻）、

漁業取締航空機（チャーター機４機）を配備して取締

りに当たっているところである。

　しかし、外国漁船による違法操業が増加するととも

に、違反を発見されると逃走したり追跡の妨害や体当

たりをする悪質な漁船が増えており、これら違反漁船

による違法な漁獲や漁具の残置・流失により我が国の

水産資源や漁場環境の悪化が懸念されている。

　このため、違反漁船に対する取締捜査能力の向上を

図るため、漁具・漁獲物の回収船や新型取締船への移

行を計画的に実施し、実効ある取締体制の構築を図る

こととしている。
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第10節　遠洋・北洋漁業

１　さけ・ます漁業

　14年度のさけ・ます漁業については、日ロ漁業合

同委員会第18回会議及び民間協議の結果を受け、日

本200海里内において4,100ｔの漁獲限度量及びロシア

200海里内において11,000ｔの漁獲割当量となった。

⑴　中型さけ・ます流し網漁業

　ア　太平洋海域

　太平洋中型さけ・ます流し網漁業は、４年度からの

公海操業の停止を受け、ロシア200海里内のみの操業

となっている。14年度の漁獲割当量は7,980ｔで、34

隻が５月15日から７月29日まで操業し、漁獲実績は

7,779ｔであった。

　イ　日本海海域

　日本200海里内において650ｔの漁獲限度量で４月１

日から６月30日まで11隻が操業を行い、漁獲実績は

541ｔであった。

　また、２隻がロシア200海里内において、220ｔの割

当量を受け、５月11日から７月２日まで操業し、漁獲

実績は218ｔであった。

⑵　太平洋小型さけ・ます流し網漁業

　101隻（10ｔ未満）が、日本200海里内において3,450

ｔの漁獲限度量で、４月15日から６月30日まで操業を

行い、漁獲実績は3,131ｔであった。また、19ｔ型の

27隻がロシア200海里内において2,800ｔの割当量を受

け、５月11日から７月20日まで操業し漁獲実績は2,749

ｔであった。

２　捕 鯨 業

⑴　商業捕鯨の中断

　昭和57年、国際捕鯨委員会（IWC）は第34回年次

会議において、1990年までに鯨類資源状態の見直し（包

括的評価）を行い、捕獲枠の設定を検討するとの条件

付きで商業捕鯨の一時停止（モラトリアム）を決定し

た。これに対し我が国は条約の規定に基づき異議申し

立てを行ったが、米国は日本が商業捕鯨を継続すれば、

米国200海里内での対日漁獲割当てを削減すると主張

したため、やむを得ざる措置として日米取決めを結び、

商業捕鯨は1988年より一旦中断した。

⑵　モラトリアムの撤廃に向けた動き

　モラトリアム採択時の条件を実現するために、

IWC科学委員会は困難な議論を経て、1992年に新し

い鯨資源の管理方式（改正管理方式：RMP）を完成

させた。しかしながら、反捕鯨国は捕鯨を行う際の監

視取締制度等から成る改訂管理制度（RMS）の完成

を捕鯨再開のため新たな条件として設定した。その後

10年を経ても反捕鯨国の遅延策のためにRMSは完成

されず、2002年に下関で開催された第54回 IWC年次

会合でも進展が得られなかったため、モラトリアムの

撤廃はならなかった。

⑶　鯨 類 捕 獲 調 査

　我が国は商業捕鯨再開に向けて鯨類資源に関する

種々の調査を行っているが、この一環として南氷洋ミ

ンククジラの生物学的データ収集のための南氷洋鯨類

捕獲調査を（JARPA）1987年から実施している。

　また、1994年度から北西太平洋におけるミンククジ

ラの系統群解明を目的とした北西太平洋鯨類捕獲調査

（JARPN）を開始した。更に2000年からはJARPNの

調査結果を踏まえ、鯨類の捕食が海洋生態系に与える

影響を解明することを主目的とした、第２期北西太平

洋鯨類捕獲調査（JARPNⅡ）を実施している。同調

査では、資源量が大きいため海洋生態系への影響が大

きいことが予想されるミンククジラ、ニタリクジラ、

イワシクジラ、マッコウクジラ（イワシクジラは2002

年から）に捕獲対象鯨種を拡大した。

⑷　沿 岸 小 型 捕 鯨

　我が国の沿岸小型捕鯨は、従来ミンククジラを主対

象とした操業を行っていたが、モラトリアム決定のた

め現在は IWC規制対象外鯨種（つち鯨、ごんどう鯨等）

のみを捕獲している。この沿岸小型捕鯨は、米国、デ

ンマーク等の国で行われている原住民生存捕鯨（文化

的、伝統的重要性からモラトリアム下であっても捕鯨

が認められている）と同様の社会的・経済的な性格を
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有しているので、ミンククジラの捕獲再開が認められ

るよう IWCに要求しているところである。

３　かつお・まぐろ漁業

⑴　概 況

　総トン数10ｔ以上の漁船によって営まれる本漁業は、

その漁船の規模により近海かつお・まぐろ漁業及び、

遠洋かつお・まぐろ漁業に分けられる。これらは、指

定漁業となっており、漁業を営もうとするときは農林

水産大臣の許可を受けなければならない。

　これらの許認可船の隻数は、平成14年８月１日現在

総数1,157隻となっている。

　また、昭和52年以降の200海里設定によりすでに20

数年が経過したが、沿岸国の中に新規に入漁を認めよ

うとする国もあり、我が国は積極的に優良漁場の確保

に努めてきている。しかしながら、既存漁場の入漁協

定においては毎年入漁条件が厳しくなる一方、大西洋

におけるまぐろの国際的な漁獲規制の強化に加え、み

なみまぐろの漁獲枠の設定等、国内的にも対外的にも

本漁業をめぐる環境はますます厳しくなる傾向にある。

　一方、経営面では、バブル経済崩壊後の経済低迷、

輸入の増大による魚価低下により、多くの経営体で赤

字となっており、累積債務も大きなものとなっている。

⑴　かつお・まぐろ漁業許認可隻数

⑵　かつお・まぐろ漁業の漁獲量

⑵　かつお・まぐろ漁業の振興

　かつお・まぐろ漁業の振興を図るため、新技術開発

事業による省力化機器等の開発や標準船型により建造

コストを削減したリース用漁船の導入を進める。また、

漁業経営の改善を図るため、「漁業経営改善及び再建

整備に関する特別措置法」に基づく漁業経営改善制度

により、公庫の長期低利の資金の融通を図るとともに、

漁業経営改善支援資金等の制度資金を融通している。

さらに、同法に基づく再建計画制度及び整備計画制度

により、経営の悪化した漁業者の金利負担を軽減する

ため、漁業経営維持安定資金等の融通を行っている。

４　遠洋底びき網漁業

　遠洋底びき網漁業は、操業区域により３業種（遠洋

トロール、北転船、えびトロール）に区分されていた

が、国内規制を緩和し、漁業者の企業努力により操業

機会が確保できるようにするため、平成10年８月１日、

３業種を統合し遠洋トロールとした。

　平成14年８月１日現在の許認可隻数は68隻となって

いる。

⑴　北 方 漁 場

　北方漁場においては、ロシア200海里水域での民間

入漁及びロシアGG等により、すけとうだらを漁獲対

象とした操業を行っている。また、天皇海山水域では、

きんめだい他を漁獲対象とした操業を周年行っており、

北西大西洋（NAFO）水域では、カラスガレイ赤魚

を主対象として操業を行っている。

⑵　南 方 漁 場

　南方漁場においては、ニュー･ジーランド水域､北

西大西洋（NAFO）水域、北東大西洋（NEAFC）水域、

南極（CCAMLR）水域で操業を行っている。

　ニュー･ジーランド水域での主対象魚種はホキ、南

タラである。

　また、南極（CCAMLR）水域ではオキアミを対象

とした操業を行っている。

　漁場が外国200海里水域内であるものについては、

単純入漁方式による入漁が困難なことから、形式用船

方式や現地法人化により操業を行っている。

５　海外いかつり漁業

　海外いか釣り漁業は、昭和44年にそれまでの自由漁

業から大臣承認漁業へ移行された。承認隻数は当初

200隻を超えていたが、昭和57年から58年にかけての

いか流し網漁業への転換及び経営不振による廃業等に

より減少が続き、指定漁業となった平成14年には８月

の一斉更新時で許認可隻数79隻となっており、そのほ

とんどが専業船である。

　主な操業水域は、南西大西洋水域（アルゼンチン水

域・フォークランド水域を含む。）、ペルー沖水域（ペ

ルー水域を含む。）、ニュージーランド水域及び北太平

洋水域（日本・ロシア水域を含む）であり、これらの

水域を組み合わせることにより周年操業を確保してい

るところである。

⑴　南西大西洋水域（マツイカ）

　本水域はイカの好漁場であり、アルゼンチン200海

里内、フォークランド諸島150海里内及びこれらの周

辺公海で広く操業を行っており、我が国の海外いか釣
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り漁業にとって最大の漁場となっている。

　①　アルゼンチン水域

　　　昭和62年から操業を行ってきたところであるが、

年々入漁料が嵩上げされるなど厳しい状況にある

が、周辺の他の漁場と比較して漁場豊度が高く、

漁獲量も安定していることから、我が国海外いか

釣り漁業にとって必須の漁場となっている。

　　　平成14年はアルゼンチン国の政策転換により裸

用船のみの入漁となり、４隻が操業した。

　②　フォークランド諸島水域

　　　昭和61年から操業を行ってきたところであるが、

安定した入漁は可能であるものの、漁場の外縁に

当たることから、漁獲が年によって激しく変動する。

　　　特に、平成14年はかつてない大不漁に見舞われ、

前年の約４分の１の漁獲量となった。

⑵　ペルー沖水域（アメリカオオアカイカ）

　平成３年から操業が開始されたが、平成８年のエル

ニーニョ現象の影響により資源状態が悪化したことか

ら入漁を見合わせていたが、平成12年から資源の回復

に伴い操業を再開した。

　なお、近年、南西大西洋水域での操業が不安定であ

ることから、その代替漁場として当該海域の重要性が

増してきている。

⑶　 ニュージーランド水域（ニュージーランドスルメ

イカ）

　ニュージーランド水域は、かつては我が国海外いか

釣り漁業の主漁場であったが、イカ資源の減少により、

年々入漁隻数が減少し、平成14年には入漁する船はな

かった。このため、早期に資源が回復することが切望

されている。

⑷　北太平洋水域（アカイカ、スルメイカ）

　近年の漁獲状況は概して思わしくなく、操業隻数も

少ない状況にあるが、漁獲物の商品価値が高いことと、

他の漁場と比較して距離が近いことから、潜在的に重

要な漁場であり、今後、再び注目を集めることが予測

される。

６　国際漁業再編対策事業

⑴　事 業 の 趣 旨

　我が国国際漁業をめぐる情勢が一段と厳しさを増し

ている中で、現在の国際社会における我が国の立場を

考えた場合、資源状態等に関する科学的根拠や漁獲実

績をもとにした外交交渉によっても、我が国の国際漁

業の存在を確保することが必ずしも可能な状況にはな

く、漁業種類によって縮減やむなしとの判断をせざる

を得ない局面が増加することが予想される。

　この場合に重要なことは、漁業者のみならず、関係

事業者及び従事者に影響の大きい減船をできる限り混

乱なく進めることである。

　このため、従来においては、漁獲割当を削減され、

出漁できないという状態に至ってから余儀なくされて

いた減船について、新たに、国際的な情勢を基礎とし

て計画的に実施するとともに、これに伴う所要の対策

を総合的に講ずる仕組み（図１）を設けることにより、

国際的漁業の再編対策を円滑かつ計画的に進めるこ

ととし、このことについて元年12月22日の閣議了解を

行った。

⑵　事 業 の 概 要

ア　特定漁業再編整備対策

　　漁船の隻数の縮減を実施するための、減船漁業者

への交付金の交付等を行う。
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図１　国際漁業再編対策の骨子
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イ　減船漁業者および水産加工業者、資材供給漁業者

等関連事業者の事業転換等対策

　　水産加工資金の融通、中小企業体質強化資金助成

制度のうち事業転換等貸付等の活用により、新たな

経済的環境の円滑な適応の確保に努める。

ウ　漁業離職者の雇用対策

　　減船の実施に伴い、特定漁業からの離職を余儀な

くされたものについて、その実態に即応しつつ必要

に応じ、国際協定の締結に伴う漁業離職者に関する

臨時措置法（昭和52年法律第94号）に基づく措置等

を通じ、再就職の促進に努める。

⑶　事 業 の 実 績

　これまで元年度においては北洋はえなわ・さし網漁

業及び東部ベーリングつぶ漁業、２年度においては北

洋さけ・ます漁業、３年度においては北洋さけ・ます

漁業及び北方底びき網漁業、４年度においては北洋さ

け・ます漁業、北方底びき網漁業及び公海流し網漁業、

５年度においては北方底びき網漁業、公海流し網漁業、

６年度においては、公海流し網漁業について引き続き

本事業を行い、７～９年度においては、実績はなかっ

たが、10年度において遠洋まぐろはえなわ漁業につい

て本事業を行った。

第11節　国際漁業交渉

１　海洋法に関する国際連合条約の動向

　1982年に採択された新たな海洋秩序を構築する「海

洋法に関する国際連合条約」は、1994年11月16日に発

効した。

　我が国についても、1996年７月20日に同条約が効力

を生じた。また、「排他的経済水域及び大陸棚に関す

る法律」、「排他的経済水域における漁業等に関する主

権的権利の行使等に関する法律」、「海洋生物資源の保

存及び管理に関する法律」、「水産資源保護法の一部を

改正する法律」等の同条約関連法案も同日より施行さ

れた。

２　二 国 間 交 渉

⑴　日ロ漁業委員会第18回会議

　2002年の日ロ双方の漁船の相手国200海里水域にお

ける操業条件について協議する日ロ漁業委員会第18回

会議が、2001年11月29日から12月12日までモスクワに

おいて開催された。

（協議の経過）

　日ロ漁業委員会第18回会議は、日本側からは川本省

自水産庁次長ほかが、ロシア側からはモスカリツォフ

ロシア連邦漁業国家委員会副議長ほかが出席した。協

議の中でロシア側は、①資源状況が悪化している魚種

については、日本漁船に対するロシア水域内での割当

量を削減すべきである、②日本漁船の隻数は多すぎ、

また日本側の許可申請の件数は許可隻数枠に達してい

ないことから、許可隻数枠を削減すべきである等の主

張を行ってきた。

　このようなロシア側の主張に対し、日本側は国内漁

業者の現状を説明し、双方の妥結点を見いだすことを

目指した。特に相互性に基づく操業については、昨年

同様、日本側から機材供与等の協力を行う意向を表明

し、協議を重ねた結果、次のとおりの内容で合意に至っ

た。

（合意の内容）

ア　ロシア水域における日本漁船の操業条件
ａ　相互性入漁

　① 　漁獲割当量は５万３千ｔ（前年は５万1657ｔ）。

　② 　操業区域の変更。従来のⅡ－１区の北側にⅡ－

１－１区を新設し、オホーツク海における操業区

域Ⅲ区（東サハリン）及びⅣ区（二丈岩）を廃止。

　③ 　日本側（民間団体）からロシア側に対し専門家

の研修及び機材の供与を含む協力事業を実施。

ｂ　有償操業

　① 　漁獲割当量は６千５百ｔ（前年は８千ｔ）。

　② 　日本側（民間団体）はロシア側に２億３千

万円を支払う。

ｃ　共通事項

　　許可隻数枠は相互性、有償併せて700隻。

イ　日本水域におけるロシア漁船の操業条件
ａ 　漁獲割当量は５万３千ｔ（前年５万1657ｔ）。

ｂ 　操業区域の変更。日本海区を廃止し、えりも沖合

　水域における禁止区域を設定。

ｃ　許可隻数枠は130隻（前年145隻）。

ウ　寄港
　 　補給及び乗務員の休養のため、前年と同様の条件

で双方とも１港に限り寄港を認める。

エ　民間協力関係
　 　両国の企業及び組織間での漁業分野における協力

の促進について、双方とも関心を有している旨を確

認。

⑵　日ロ漁業合同委員会第18回会議

　日ロ漁業合同委員会第18回会議が2002年３月18日か

ら27日までの間、東京において開催された。

　本委員会においては、当面する漁期におけるロシア

を母川国とする溯河性魚類（さけ・ます）の日本によ
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る漁獲の条件が決定されるとともに、北西太平洋の公

海における生物資源の保存及び管理の問題、日ロ両国

の団体及び企業の間の漁業分野における協力関係等に

つき広く意見交換が行われた。

（協議の概要）

　　日ロ漁業合同委員会第18回会議は、日本側から弓

削志郎水産庁資源管理部審議官ほかが、ロシア側か

らはジャギレフロシア連邦漁業国家委員会科学局長

ほかが出席した。

　　まず、日本漁船による我が国200海里内でのロシ

ア系さけ・ますの漁獲に関して、ロシア側は当初、

協力費の前年並みの水準維持と資源状況の悪化を理

由にしろざけの漁獲可能量の削減について強く主張

してきた。しかしながら、科学者間の協議を含め、

双方が検討を重ねた結果、最終的に次のとおりの内

容で妥結した。

　◯ 2002年に日本漁船が 日本200海里内で漁獲するロ

シア系さけ・ますの上限量を4,100ｔとする（前

年5,170ｔ）。

　◯ 日本200海里内を回遊するロシア系さけ・ますの

保存への協力の一環として、日本側（民間団体）

はロシア側に対して5.25億円を下限とし、6.10億

円を上限とする額に相当する機械及び設備をさ

け・ます再生産のためロシア側に供与する。協力

費の額は漁獲実績に応じて決定される（前年6.70

億円～ 7.70億円、支払い方法前年同。）。

　　次にロシア200海里水域における日本漁船のさけ・

ます操業に関して、ロシア側は有償その他相互に受

け入れ可能な条件の下で、日本の関係団体に対して

少なくとも11,000ｔ以上のさけ・ますの漁獲量を提

供する用意がある旨を表明し、具体的な操業条件に

ついては、協議終了後に開催されるロシア政府と日

本の民間団体との間の協議により決定されることと

なった。

　　このほかの議題として、①ベーリング公海漁業問

題については、「中央ベーリング海におけるすけと

うだら資源の保存及び管理に関する条約」の諸規定

の適切な運用を図ることが重要であることで一致し、

②オホーツク公海については、すけとうだら資源の

問題にかかる日ロ間の協力の有効性が確認されると

ともに、日本漁船が行っているカラスガレイ操業の

継続が確認された。また、③漁業の分野における両

国の民間ベースでの協力については当該協力を今後

とも互恵的な形で発展させていくことで一致し、④

2002年の漁業の分野における両国政府間の科学技術

協力計画が採択される等、幅広い議論が行われた。

また、次回会議については2003年の３月にロシア連

邦で開催されることとなった。

⑶　日韓漁業協定の発効

　平成10年９月25日、日本海及び済州島南部水域での

暫定水域の設定、すけそうだら、ずわいがに、その他

の漁獲量の取扱い等に関して基本合意に達し、11月28

日に鹿児島で署名が、12月11日に我が国国会で、翌年

１月６日に韓国の国会で協定が承認された。

　他方、基本合意後において双方の排他的経済水域に

おける操業条件、漁獲割当量や暫定水域での資源管理

等について協議が続けられたものの、特に韓国のズワ

イガニを目的とする底刺し網漁業、かご漁業の扱いを

巡って韓国側と日本側との意見が対立した。このため

1999年（平成11年）１月22日、協定は発効したものの、

双方の排他的経済水域での相手国漁船の操業は行えな

い状況となったが、２月５日、日韓双方の相手国水域

での操業条件についての合意が得られ、２月22日から

相手国水域での相互操業が行われた。

　その後、年毎に自国排他的経済水域に入漁する相手

国漁船の操業条件について協議が行われ、平成15年の

操業条件については、双方とも大幅な削減を行い、入

漁隻数は1,232隻、総漁獲割当量は80,000ｔと日韓等

量であり、対前年比では、入漁隻数163隻減、総漁獲

割当量9,773ｔ減となった。

　特に、たちうおを主漁獲対象とする韓国はえ縄漁業

と韓国大型底びき網漁業の３漁業種類（大型トロール

漁業、大型機船１そうびき底びき網漁業、大型機船２

そうびき底びき網漁業）については、入漁隻数及び漁

獲割当量を大幅に削減した。

　これら平成15年の操業条件のうち韓国はえ縄漁業以

外の漁業種類及び2005年に魚種別漁業種類別割当を実

施すること等は、平成14年12月29日に東京において行

われた第５回日韓漁業共同委員会で、韓国はえ縄漁業

の操業条件は平成15年２月７日の第５回日韓漁業共同

委員会第２回会合で、日韓両国政府に勧告または了承

された。

　現在、双方の排他的経済水域での操業は概ね円滑に

行われており、国連海洋法条約の趣旨に沿って新たな

漁業秩序が定着しつつあるが、暫定水域内については、

有効な資源管理措置が確立されておらず大きな懸案事

項となっている。

⑷　日 中 漁 業 協 定

　日中間においては、国連海洋法条約の趣旨に則した

新たな協定を、2000年２月に北京で開催された大臣級

協議により、2000年６月１日に発効することで意見の

一致を見た。それに伴い、2000年４月から相手国入漁
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のための操業条件等の決定のために３回の部長・副局

長協議を開催し、2000年５月18日に2000年漁期の操業

条件について合意し、2000年６月１日に新協定が発効

した。

　日中漁業協定に基づき、日中漁業共同委員会におい

て、排他的経済水域に入漁する相手国漁船の操業条件

について両国へ勧告されているほか、暫定措置水域に

おける資源管理措置、日中海洋生物資源専門家小委員

会の設置が決定されている。

　2003年漁期の相手国入漁のための操業条件は、両国

間の意見の隔たりが大きく、2003年１月１日より操業

中断の状態となっていたが、2003年２月19日に東京で

開催した共同委員会において、中国いか釣り漁船の隻

数・割当量を15％削減し、北太平洋で239隻、9,338ｔ

とすること等を内容とする2003年漁期の操業条件が日

中両国政府に勧告された。

　また、本共同委員会では、日中海洋生物資源専門家

小委員会の積極的な推進等についても合意された。

　現在、双方の排他的経済水域での操業は概ね円滑に

行われており、国連海洋法条約の趣旨に沿って新たな

漁業秩序が定着しつつある。

⑸　日 米 漁 業 協 議

　米国200海里内において 我が国漁業の枠組みとなっ

ていた日米漁業協定については、1991年末に期限が満

了し、同水域における対日漁獲割当量、洋上買魚とも

ゼロとなったことから、延長を行わなかった。

　しかしながら、水産分野における日米の意見交換は

重要であるとして、同協定の失効後、種々の漁業問題

を討議するために定期的な実務者漁業協議の場として

日米漁業委員会が設立され、1992年１月東京において

第１回協議が行われ、その後、同委員会は毎年１回開

催されてきたが、2000年８月、米国は、我が国が北西

太平洋における調査捕鯨を拡大したこと（対象にニタ

リ鯨、マッコウ鯨を追加）に強い懸念を示して同年９

月に予定されていた日米漁業協議委員会の開催の取り

やめを通知してきたことから、これ以降、同委員会の

開催は中断されてきた。

  しかしながら、近年の漁業問題の深刻化により、双

方で再開が合意され、第８回協議は2003年１月東京で

行われ、まぐろ資源、WTO及び IWCにおける課題

等両国の関心を有する国際的な漁業問題について意見

交換が行われた。

⑹　日 加 漁 業 協 議

　2000年にオタワにて開催された日加漁業協議におい

て、トロール漁業について、資源状況が悪化しており、

加国内の漁業者が割当量を全て消化することを理由に、

1999年に引き続き、我が国への漁獲枠の割当が行われ

なかった。

　また、1999年まで入漁を行っていた我が国まぐろ延

縄漁業についても、メカジキの混獲等の理由により、

入漁が認められなかった。

　2001年及び2002年については、協議開催前にカナダ

側より昨年に引き続き、トロール漁業及びまぐろ延縄

漁業についての我が国の入漁を認めない旨の通知が

あったことから協議を行わなかった。

⑺　日・ニュージーランド漁業交渉

　1978年9月に発効した日・NZ漁業協定に基づき、

毎年、我が国漁船のNZ水域における操業条件が決定

されてきていた。96／ 97漁期より、我が方と先方の

入漁条件が折り合わず、我が国漁船の操業が行われな

くなったことから、NZ側は協定を不必要とし、97年

９月をもって協定は失効した。

⑻　日・パプアニューギニア漁業交渉

  1981年１月に締結された日・パプアニューギニア民

間漁業取極により、従来、我が国まぐろ漁船が入漁し

ていたが、86年12月、パプアニューギニア側が従来の

入漁料より２倍以上の値上げを要求、このため交渉は

決裂し、協定も87年３月をもって失効した。

⑼　日・キリバス漁業交渉

　1978年６月に締結された日・ギルバート諸島漁業協

定（キリバスの独立は79年７月12日）に基づき、93年

9月に具体的な操業条件を定めた民間漁業協定が締結

された。98年11月に協定が改正・更新され、入漁料の

支払い方式は、まぐろ延縄、かつお一本釣り船につい

ては、入漁料が月毎に魚価とともに変動し、船別航海

毎に支払う方式となっている。02年６月の我が国漁船

の一航海あたりの入漁料はまぐろ延縄漁船が100ｔ未

満約146万円、100ｔ以上135万円、かつお一本釣り漁

船が約110万円となっている。また、まき網漁船につ

いては1993年に試験操業の協定が締結され、97年の協

議により、正規操業に関する協定が締結された。02年

の操業条件は年間許可料を１隻当たり200万円（内20

万円は海外漁業協力財団の機材供与資金。実水揚金額

の５％がこれを上回る場合には、入漁料が実水揚げ金

額の５％になるように補填払い）等。

⑽　日・ソロモン漁業交渉

　ソロモン200海里 水域への我が国まぐろ延縄漁船及

びかつお一本釣り船の入漁は、1978年９月に発効した

日・ソロモン漁業協定に基づいて行われてきたが、88

年４月ソロモン側より、政府間協定の下に操業条件を

定めた民間取極の終了通告が出され、以後４回にわた

る終了期限の延長を繰り返してきた。その後、90年12
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月に新しい民間取極が締結され新しい操業条件が定め

られた。入漁料支払方式は船別航海毎に支払う方式と

なっている。98年12月、ソロモン側が一方的に衛星漁

船監視システムの導入を義務付ける決定をしたために、

99年１月より日本漁船はソロモンへの入漁を自粛して

いたが、00年９月、東京での協議で、現行協定を締結

した。02年２月の我が国漁船の一航海当たり入漁料は、

まぐろ延縄100ｔ未満124万円、100ｔ以上223万円、か

つお一本釣り約203万円。また、まき網漁船については、

同協議において、新たに入漁が認められた。年間許可

料は、１隻当たり100万円（実水揚金額の５％がこれ

を上回る場合には、入漁料が実水揚げ金額の５％にな

るように補填払い）。00／ 01年度の機材供与は、1,720

万円相当。

⑾　日・オーストラリア漁業交渉

　1979年11月に発効した日・豪漁業協定に基づき、毎

年「日本国のまぐろ延縄漁業に関する日本国政府と

オーストラリア政府の間の補足協定」が締結され、こ

れれに基づく入漁が行われていた。しかしながら、豪

州側は「みなみまぐろ保存委員会」で国別割当が決定

できない場合、日豪漁業協議を行わないという立場を

とり、97年度のみなみまぐろ保存委員会で資源評価を

めぐる意見の対立から国別割当が決定できなかったた

め、我が方がみなみまぐろ保存委員会と日豪漁業協定

とは本来リンクされるべきではないとの主張したにも

かかわらず、97年度以降日豪漁業協議は行われていな

い。その結果、現在豪州水域への入漁は行われていな

い。（2002年３月現在）。

⑿　日・フランス漁業交渉

　1979年７月に発効した日・フランス漁業取極に基づ

き、我が国まぐろ漁船がフランスの海外領土水域へ入

漁してきたが、2001年２月をもって入漁は途絶えてい

る。この原因は、入漁料の支払方法が一括前払い方式

となっていること、さらに現在フランスの海外領土の

うち唯一入漁の対象としているニューカレドニア水域

には広大な操業禁止水域が設定されているため、我が

国業界の関心が薄いことにある。

⒀　日・南アフリカ漁業交渉

　1977年12月に発効した日・南アフリカ漁業協定にも

とづく01年１月から12月までの我が国まぐろ延縄漁船

の操業条件について00年10月にケープタウンにおいて

政府間協議が開催された。2003年１月31日同協定日失

効した。

⒁　日・インドネシア漁業交渉

　インドネシアは、1980年３月群島基線の外側200海

里の経済水域を設定し、81年以降国内法整備ができる

までの暫定措置として、我が国のかつお一本釣り及び

まぐろはえなわ82隻に限り許可発給を行っていた。83

年10月に同国は、200海里経済水域法を制定し、以降

３回にわたり我が国と漁業交渉を行ったが、入漁料等

の操業条件が折り合わず、84年以降同国水域から我が

国漁船は撤退している。

⒂　日・ミクロネシア連邦漁業交渉

　1984年８月に行われた交渉により、同月以降のまぐ

ろはえなわ、かつお一本釣り、まき網船の操業条件等

が協議され、入漁料が月毎に魚価とともに変動し、船

別航海毎に支払う方式及び有効期限の自動延長が採用

された民間取極が締結された。2001年11月の１航海当

たり入漁料は、まぐろ延縄20ｔ未満約35万円、20ｔ以

上約69万円、かつお一本釣り約87万円、単船まき網約

149万円、また、外地陸揚げを行なうまぐろはえなわ

は３ヶ月間の許可となっており、まぐろはえなわ20ｔ

未満129万円、20ｔ以上約174万円。01／ 02年度の機

材供与は、5,100万円相当。

⒃　日・マーシャル諸島漁業交渉

　1981年４月に発効した日・マーシャル漁業協定に基

づき、93年９月に行われた交渉により、93年９月以降

の日本漁船の操業条件等が協議され、まぐろ延縄船及

びかつお一本釣り船については、入漁料が月毎に魚価

とともに変動し、船別航海毎に支払う方式となり、操

業条件の有効期限は自動延長されることとなった。01

年11月の１隻当たりの入漁料は、まぐろ延縄約204万

円、かつお一本釣り119万円。91／ 92年以降の機材供

与は廃止された。まき網漁船については、93年９月よ

り、試験操業という形で入漁が可能となっており、97

年10月の協議により、協定が締結された。01年の操業

条件は、年間許可料が一隻当たり80万円。漁獲金額の

５%がこれを越えた場合、差額は補填することとなっ

ている。

⒄　日・パラオ漁業交渉

　パラオ200海里水域への我が国の漁船の入漁は、

1984年に発効された民間入漁協定の暫定延長により行

われてきた。暫定期間中の入漁料支払方式はランプサ

ム一括支払方式による期間毎許可であったが、92年１

月に船別支払方式で 操業期間も年間あるいは航海毎

が選択できる新しい入漁協定が合意され、同年２月よ

り新協定により入漁が開始された。しかし、99年11月、

パラオは入漁条件としてFFA公認のVMS設置を要求

してきたことから、00年２月から00年９月まで、日本

漁船はパラオへの入漁を自粛した。02／ 03年の操業

条件は、かつお一本釣り漁船は約11万円（年間許可）、

約18万円（航海毎許可）、まぐろ延縄船は20ｔ未満が
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約31万円（年間許可）、約17万円（航海毎許可）、20ｔ

以上が約31万円（年間許可）、約17万円（航海毎許可）、

まき網漁船が約78万円（年間許可）、約58万円（航海

毎許可）となっている。

⒅　日・トゥヴァル漁業交渉

　1986年６月に締結された日・トゥヴァル漁業協定に

基づき、98年２月に日本漁船の操業条件に関する協

議が行われ、新しい民間協定が締結された。01年５月

に行われた協議により、01年５月30日から当分の間操

業条件は、かつお一本釣り漁船については90万円の船

別航海毎方式、マグロ延縄船は200トン未満が55万円、

200ｔ以上が77万円の船別航海毎方式、まき網漁船が

年間90万円で漁獲量の５%が90万円を上回る場合差

額を補填することで決着した。

⒆　日・ナウル漁業交渉

　2001年６月に同年７月以降の日本漁船の操業条件が

協議された。2001年７月から2002年６月までの１航海

当たりの入漁料は、まぐろ延縄船が100ｔ未満約39万

円、100ｔ以上は47万円、かつお一本釣りが約55万円

の船別航海毎支払い方式。また、まき網船は、入漁料

が年間１隻当たり100万円で、水揚げ金額の５%が上

記金額を上回る場合は、入漁料が水揚げ金額の５%

となるよう追加払いする方式となっている。

⒇　日・フィジー漁業交渉

　98年２月に行われた交渉により、新しく締結する日・

フィジー漁業協定の協定文は、事務レベルで合意され、

98年７月１日に発効した。2001年度の１航海あたりの

入漁料は、まぐろ延縄船は30万円、かつお一本釣り船

は30万円、まき網船は50万円となっている。

21　日・モロッコ漁業交渉
　2003年２月に東京において日・モロッコ漁業交渉が

開催された。

　その結果、操業条件等は、①許可隻数枠10隻②入

漁料2,000ドル／隻／年③ライセンス料57,000ディル

ハム／隻／年④科学オブザーバー乗船経費6,000ドル、

乗船人数１隻１名（同時最大３名まで）⑤１隻１名以

上のモロッコ人漁船員の雇用、などで合意された。

３　多 国 間 交 渉

⑴　国際捕鯨委員会（IWC）

　第54回国際捕鯨委員会（IWC）年次会合は、４月

25日から５月18日まで科学委員会及び各種作業部会が、

また５月20日から24日にかけて本会議が下関市におい

て開催された。

　冒頭、武部農林水産大臣及び江島下関市長等による

開会の挨拶の後会議が開始された。主要論点について

の概要は以下のとおり。

ア　総括的評価

　　鯨類の持続的利用派と、反捕鯨派とが拮抗し、沿

岸小型捕鯨に対する暫定捕獲枠要求では過半数に迫

るなど（賛成20反対21）、従前より格段の前進が見

られた。

　　他方、IWCは、総会による科学委員会の軽視、

昨年のアイスランド加盟拒否に代表される条約違反

等の機能不全に陥った。他方、勢力が拮抗した結果、

反捕鯨国の意向も通らなくなった。

　　アラスカ先住民等による2003年以降の資源状態の

良くないホッキョククジラ捕獲提案が否決され、捕

鯨国でありながら反捕鯨国のリーダーである米国に

とっては厳しい結果となった。

　　また、捕鯨再開の前提となる改訂管理制度（RMS）

については合意ができず、商業捕鯨モラトリアムの

撤廃に向けて進展の目途が立っていないものの、発

展途上国の加盟が促進される新たな分担金制度が採

択されたことから、IWCの資源管理機関としての

正常化が期待される。

イ　アイスランドの加盟問題

　　アイスランドの商業捕鯨モラトリアムに対する

留保付き再加盟を認めず、会議参加資格をオブザー

バーとするとの昨年の年次総会での議長裁定に関し、

異議が申し立てられ、その可否に投票が行われたも

のの、賛成（議長裁定に反対）20反対25で否決され

議長裁定が認められた。アイスランドは IWCには

加盟の是非を判断する権限はないとし、このような

不適切な議事進行裁定に抗議し、２日目以降の会議

への不参加を表明し退場した。

ウ　沿岸小型捕鯨ミンククジラ50頭枠の要求

　　伝統的に捕鯨に依存してきた北海道網走、宮城県

鮎川、千葉県和田浦、及び和歌山県太地の沿岸小型

捕鯨についての説明を行い、商業捕鯨モラトリアム

による窮状緩和のために50頭の暫定救済枠を要求し

たところ、捕鯨再開のための附表修正に必要な４分

の３の賛成は得られなかったものの、賛成20反対21

棄権３と一票差で過半数に迫る票を獲得した。

エ　先住民生存捕鯨

　　本年は先住民生存捕鯨の捕獲枠・期間の見直しの

年にあたり、イヌイット（米）・チュクトカ（露）

先住民によるホッキョククジラ、マカ族（米）・チュ

クトカ先住民によるコククジラ、グリーンランド先

住民によるナガスクジラ、セントビンセントのベッ

グウェイ島民によるザトウクジラの捕獲枠等が議

論・提案された。資源状態の悪いホッキョククジラ
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捕獲枠をRMP（商業捕鯨の捕獲枠算定方式）で計

算した場合、30年間は捕獲枠がゼロであること等の

問題点が指摘された。

　　長時間にわたる議論の結果、イヌイット・チュク

トカ先住民によるホッキョククジラ捕獲枠以外はコ

ンセンサスにより採択されたものの、ホッキョクク

ジラの捕獲については投票に付され、４分の３の賛

成を得られず否決された。我が国を含む本件提案に

反対した国々は、先住民生存捕鯨は原則として支持

する（日本より１年間の枠を認め、毎年提案を検討

することを主張）ものの、これと同様の特質を有す

る日本の沿岸小型捕鯨を認めない一方で絶滅危惧種

であるホッキョククジラの捕獲を５年間無条件で認

める反捕鯨国の二重基準を厳しく批判し、IWCは

信頼感・尊敬・誠実を欠いており、機能不全に陥っ

ていると主張した。

オ　鯨類捕獲調査

　１．南氷洋捕獲調査（JARPA）

　　科学委員会では従来に引き続き、反捕鯨国科学者

の批判的なコメントはあったもののJARPAが鯨の

資源管理に有用な情報をもたらしていると評価され

た。

　２ ．北西太平洋鯨類捕獲調査（JARPN II）本格調

査計画

　　科学委員会では、反捕鯨国科学者による批判的な

コメントはあったもののJARPN II予備調査（2000

－2001年）の結果が北太平洋の鯨類資源と漁業資源

の相互作用の解明に寄与すると評価され、JARPN 

II本格調査計画案についても、IWCが設定してい

る科学調査のガイドラインをほぼ満足するとの十分

な評価と支持が得られた。総会では、本件調査に対

して理解を深めるためにプレゼンテーションを行っ

た。なお、1987年以来、毎年可決されてきた我が国

鯨類捕獲調査に対する自粛を求める決議は初めて採

択されなかった。

カ　改定管理制度（RMS）

　　鯨の資源量を枯渇させない捕獲頭数を科学的に算

出し、捕獲を監視・規制する制度であるRMSに関

し、反捕鯨国は国際監視員の経費、DNAの登録、

鯨肉流通ルートの監視、捕殺方法等に関して捕鯨国

に過剰な負担を要求した。これに対し、日本はこれ

までの作業部会での合意事項を盛り込んだ附表修正

案を提案したところ、賛成16反対25棄権３で修正に

必要な４分の３を得られず、捕鯨の再開は先送りと

なった。

　　他方、スウェーデン等より、モラトリアム条項を

維持し、公海での捕鯨禁止を盛り込んだ事実上の捕

鯨再開を不可能とするような捕鯨管理制度の附表修

正提案が行われたが、これも賛成12反対24棄権７で

否決された。

キ　サンクチュアリ

　　豪・NZ提案による南太平洋サンクチュアリ提案

については、賛成24反対16棄権５、また、ブラジル

提案の南大西洋サンクチュアリ提案は賛成23反対18

棄権４となり、いずれも可決に必要な４分の３の票

を得られず否決された。

ク．分担金計算方式

　　開発途上国の分担金の負担軽減を図るため、新計

算方式が検討中であるものの、過去４年間結論が出

なかったことをうけて、暫定的に今後３年間の負担

軽減措置を適用することが合意された。これにより、

開発途上国の IWCへの加盟の道が拡大され、IWC

の正常化に繋がることが予想される。

ケ．その他

　　次回（第55回）年次会合は、2003年６月にドイツ

のベルリンで開催される。

　　また、下関市及び日本政府に対して、市民のもて

なしや会議運営などにつき、高い賞賛と賛辞が与え

られた。

⑵　北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）

  北太平洋におけるサケ・マス資源の保存を目的とし

た同公海海域におけるサケ・マス漁業の禁止を主たる

内容とした「北太平洋における溯河性魚類の系群の保

存のための条約」は、1993年（平成５年）２月16日に

発効したが、本条約に基づき「北太平洋溯河性魚類委

員会（NPAFC）」の年次会議が93年以降毎年開催され、

締約国間の取締り協力、サケ・マス資源に関する科学

的知見等について協議が行われている。

　2001年については、第９回年次会議がカナダのビク

トリアにおいて10月28日から11月２日に開催され、条

約加盟国である日本、米国、カナダ、ロシアの４か

国の他、オブザーバーとしてPICES（北太平洋海洋

科学機関）、IBSFC（バルチック海国際漁業委員会）、

韓国等が出席した。

　主な討議内容としては、2001年において協調した取

締活動の結果、違法操業は現認されなかった旨の報告

があり、各国の取締活動の努力が効果を上げているこ

とが認められた。

　科学的な議論としては、各国のさけ・ます資源に関

する調査研究の結果及び計画について報告されたほか、

ベーリング海におけるさけ・ます類に関する共同調査
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計画（BASIS）が基本的に採択された。

　その他、韓国の条約加盟について議論され、韓国に

対しNPAFC議長名で条約の早期批准を促す旨の書簡

を発出することとなった。

　次回の第10回会議は、2002年の適当な時期にロシア

（ウラジオストク）において開催されることが決定さ

れた。また、2002年４月または5月に、取締評価調整

会議が開催されることも決定された。

⑶　北西大西洋漁業機関（NAFO）

　2002年９月16－20日、サンチアゴ・デ・コンポステー

ラ（スペイン）において、第24回年次会合が開催され、

我が国からは飯野在フィージー日本国大使ほか水産庁、

遠洋水産研究所、外務省及び業界代表が出席した。

　魚種別保存管理措置については、カラスガレイにお

いてTAC及び各国国別割当量が減少した（我が国に

ついては、3,341ｔから3,189ｔへの減少）。エビにお

いては資源量が前年の25%以内であった場合、各国の

配分を1年間単純延長することが合意された（2002年：

３M区100操業日、３L区67ｔ）。アカウオにおいては、

TAC5,000ｔに変化はなく、各国の国別配分も前年同

で、我が国も前年同様400ｔとなった。

　また、新事務局長（2002年12月以降）にEU（ドイツ）

のジョアン・フィッシャーが選出された。

⑷　全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）

　第２回遵守作業部会が、2000年６月16－18日、エル

サルバドルにて開催され、今後、IATTCの保存管理

措置の遵守に非協力的な漁船リスト作成に向けての作

業を行うこととなった。

　また、これに引き続き、第68回本会合が６月19－21

日に開催された。

　メバチの規制については、小型メバチの漁獲量のモ

ニターを行い、同漁獲が1999年のレベル（約6,000ｔ）

に達した時点で、浮遊物を離礁したまき網操業を禁止

することとなった（但し、係る規制は11月１日以前に

は行わない。）。

　また、キハダの規制については、キハダ規制海域に

おけるキハダ漁獲量が25万ｔに達した時点で、キハダ

対象操業を禁漁とすることとされた。

　さらに、米国の提案により、2000年６月の決議（ま

き網漁獲物の全量保持、その他の漁業における混獲

データの収集等）の実施状況をレビューし、適当な措

置を検討するための混獲作業部会が2002年の３月、米

国において開催された。

　引き続き、各作業部会、年次会合で資源管理措置に

関する協議が行われている。

⑸　大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）

　マドリッド（スペイン）において、10月28－11月４

日に第13回特別会合（年次会合）が開催された。

　便宜置籍船等 IUU漁船対策については、大型はえ

縄漁船を含む24m以上の全てのまぐろ漁船に対し、

2003年７月１日以降に非リスト船の統計証明書を認め

ないことにより、非リスト船の漁獲したまぐろ類を国

際取引から排除し、さらに本規制水域以外の海域への

適用のための協力と行動を行うことが決議された（正

規許可船リスト（ポジティブリスト））。

　また、IUU船に対する措置として、IUUまぐろ漁

船（当面は ICCAT非加盟国の大型船に限定）に対し、

次回年次会合からリスト船を特定し、リスト掲載船の

入港拒否、漁獲物の輸入禁止及びチャーター禁止等の

措置をとることが勧告された。

　魚種別資源あるいは保存管理措置として、東大西洋

クロマグロの2003年総漁獲可能量が32,000ｔに決定し、

我が国には2,949ｔが割り当てられた。また、西大西

洋クロマグロについての我が国漁獲枠は453.00ｔから

478.25ｔにわずかに増枠。南大西洋メカジキについて

は2003年総漁獲可能量は15,631ｔ、我が国は1,500ｔ

が割り当てられた。北大西洋メカジキの我が国漁獲枠

は636ｔから835ｔと若干増加した。メバチは昨年と同

様に各国が大西洋におけるメバチ漁獲量を1991年及び

1992年の平均に制限（但し、中国は漁獲枠を4,000ｔ

から5,000ｔに増枠）。なお、我が国は、中国が日中間

での IUU廃絶努力が継続されることを条件に、概ね

1,000ｔの漁獲枠を中国側に移譲する意志があること

を表明した。

　その他、クロマグロの蓄養について、統計証明書の

改善を含めた情報収集を義務づける勧告及びボリビア

（メバチ）、シェラ・レオーネ（クロマグロ、メバチ、

メカジキ）について貿易制限措置を発動する勧告が採

択された。

⑹　南極海洋生物資源保存委員会（CCAMLR）

  南極海洋生物資源について利用を含めた保存管理を

行っている南極海洋生物資源保存委員会の第20回年次

会合が、2002年10月21日から11月１日にかけてオース

トリアのホバートにおいて開催された。同会合では、

2000年５月７日から導入されたマゼランアイナメの漁

獲証明制度における技術的側面の改善に向けた作業が

進められた。なお、これまでの同制度の実施を通じ、

FAO51海区（条約水域に隣接する南西インド洋）に

おける漁獲申告量が多いことに対し、科学委委員会等

から強い嫌疑が示されたことから、陸揚げ国等からの

要請がなされた場合には、旗国が、VMS（人工衛星
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利用船舶追跡システム）情報を用いた漁獲位置の確認

を行うことに加え、現行のペーパーから電子化するこ

ととなった。

⑺　みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）

　2002年10月に開催されたCCSBT第９回年次会合は、

台湾がCCSBT拡大委員会（台湾を他のメンバーと対

等な立場で正式に議論に参加させる枠組）に正式参加

して以来最初の会合となった。

　2000年に採択した「行動計画」に基づき、非協力的

な非加盟国として、ベリーズ（２回目）、セイシェル（１

回目）を特定し、ミナミマグロの保存に向けての協力

を求めることとした。また、非加盟国の協力を確保す

ることを目的とした協力的非加盟国に関する決議案及

び IUU漁業対策のための IUU漁船による漁獲物にか

かる不買奨励決議案につき検討が開始された。

　2003年漁期の総漁獲可能量及び国別配分については

合意に至ることができず、各メンバーが自主的な管理

を行うこととなった。

⑻　中部及び西部太平洋における高度回遊性魚種資源

　　の保存管理に関する条約（WCPFC） 

　我が国周辺水域を含む中西部太平洋水域は、かつ

お・まぐろ漁業にとって重要漁場（我が国漁獲量約53

万トン弱）である一方、当該水域において、これまで

適切な資源管理機関が存在していなかったことから、

そのような機関を設立すべきとの考えの下、第１回

MHLC（ハイレベル多国間会合：1994年12月）より

当該会議に参加してきた。

　しかしながら、これまでのMHLCにおいて、我が

国等少数の遠洋漁業国の意向を反映しようとせず、不

透明な中で交渉が進められた。このようなことから、

第７回MHLC（2000年９月）において、中西部太平

洋におけるかつお・まぐろ類資源の保存・管理のため

の条約（通称：WCPFC）が採択されたが、我が国は、

関係国が排除される等条約作成交渉プロセスに問題が

あり、条約水域、取締制度、意思決定方式、紛争解決

手段等条約自体にも問題があることから、韓国ととも

に反対した（中国、仏、トンガは棄権）。

　しかしながら、資源管理の重要性から現在の条約

では批准できないという立場を堅持した上でWCPFC

第3回準備会合（2002年11月）に出席。漁獲努力量の

抑制及び違法・無規制・無報告（IUU）漁業廃絶に

関する決議を採択。

　我が国は、本条約の改善に向けて準備会合に出席し、

本条約に懸念を有する関係国及び太平洋島嶼国と協議

を継続していく。

⑼　ベーリング公海漁業問題  

　「中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保

存及び管理に関する条約」（ベーリング公海漁業条約）

に基づく第６回年次会議が2001年９月17日から21日ま

での間 ,ポーランド（グディニア）において開催され

た。年次会議には加盟６か国（日本、中国、韓国、ポー

ランド、ロシア、米国）が出席した。なお、年次会議

の期間中の９月17日から19日までの間、科学技術委員

会が開催された。

（協議の概要）

◯科学技術委員会

　　ベーリング公海を含むアリューシャン海盆スケト

ウダラ資源については、絶対的資源量を直接的に推

定する情報は十分ではなく、条約に定める間接的推

定に使用する情報である特定海域の調査結果は、9

年間にも及ぶモラトリアムにもかかわらず、過去最

低の水準（20万８千ｔ）であることが確認された。

このほか同委員会では、各国の2002年調査計画、今

後の漁業の管理方策に関する事項についての討議が

行われた。

◯年次会議

　　科学技術委員会の報告を受けた年次会議では、

2002年におけるベーリング公海における漁獲の再開

の可否について、沿岸国側は引き続き漁獲停止の継

続を主張し、漁業国側は資源量に応じた一定量の漁

獲可能量の設定を主張した。討議の結果、締約国は、

漁獲可能量の設定については合意に至らず、条約の

規定に従い、2002年における漁獲可能量をゼロとす

る旨決定された。

　　このほか、締約国は、９年間継続されたモラトリ

アムの結果、中央ベーリング海のスケトウダラ資源

は回復に至らず、今後ともモラトリアムの資源管理

措置としての効果及び継続させることの合理性につ

いて検証作業を継続させ、資源回復に至らない原因

について引き続き究明する努力を続けることに合意

した。

　　次回年次会議については、2002年９月にロシア（モ

スクワ）において開催されることとなった。

⑽　 ストラドリング・ストック（SS）及び高度回遊

性魚種（HMS）に関する国連協定 

　1992年６月リオ・デ・ジャネイロで開催された「国

連環境開発会議（UNCED）」においてストラドリン

グ・ストック及び高度回遊性魚種資源の保存・管理に

ついての沿岸国の優先的権利の主張がなされた。それ

に対し、我が国、EC、米国等「国連海洋法条約」の

規定を逸脱しているとの反論により、結局、国連主催
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の政府間協議で検討されることとなり、ニューヨーク

の国連本部において1993年４月に第１回会合が開催さ

れ、1995年８月、第６回会合でコンセンサスにより協

定が採択された。

　本協定の目的は、国連海洋法条約を効果的に実施し、

ストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源の保

存と合理的利用を確保することである。保存管理措置

については、EEZ内外での一貫性の確保、地域漁業

機関への協力義務、地域漁業機関が定めた措置への当

該機関非加盟国の遵守義務等が規定されており、取締

りについては、転載の規制、旗国以外の検査官により

乗船・検査制度の導入等が規定されている。本協定は、

30ヶ国が批准したことから、2001年12月11日に発行

した。

　なお、我が国は1996年11月に署名を行ったが、種々

の問題を有するWCPFCの採択など、その後の状況

変化を踏まえ、本協定を締結していない。

⑾　インド洋まぐろ類委員会（IOTC）

　2002年12月に開催された第７回年次会合では、科学

委員会からの勧告を受け、我が国より、メバチ及びキ

ハダの漁獲努力量に関する規制導入を提案したが、一

部の途上国の反対により合意には至らなかった。

　また、IUU漁業対策として、ICCATにおいて採択

された加盟各国の正規許可を得た漁船をリスト化し、

このリストに掲載されていない漁船の漁獲物を国際取

引から排除するための決議が採択された。

⑿　南東大西洋漁業機関（SEAFO）条約

　1989年に東大西洋生物資源保存条約（ICSEAF）が

失効した後、アンゴラから南アフリカにかけての南西

アフリカ沖合における底魚管理機関が存在しない状況

にあったことから、1997年12月、ナミビア及び南アフ

リカによりSEAFOの設立が提案された。全８回の設

立準備会合の結果、2001年４月に条約の採択・署名式

会合が行われた。本条約は、１か国以上の沿岸国を含

んだ3か国の批准の60日後に発効する。

　我が国は、第１回設立準備会合から出席しており、

当該条約は全体として受け入れ可能な内容となってい

るものの、漁獲実績及び将来の入漁の可能性などを考

慮し条約への加盟について検討を要することから、第

８回会合での署名は行わなかった（本条約に参加する

場合には、署名手続きを経ずとも批准が可能）。

４　海 外 投 資 事 業

  我が国から海外への水産関係投資（合弁事業等）の

件数（水産庁報告件数）は、15年３月末現在で、270件、

対象国は49か国に及んでいる。これらの提携国及び事

業種類の内容は次のとおりである。

⑴　中 南 米 地 域

　提携先はパナマ、メキシコ、蘭領アンチレス、コロ

ンビア、仏領ギアナ、ガイアナ、スリナム、ブラジル、

アルゼンチン、チリ、ペルー、ウルグアイ、エクアド

ル、フォークランド諸島、英領バァジン諸島の15か国

で、事業種類は漁業28件、養殖業２件、加工業４件、

漁業リース１件、船舶代理店１件の計36件である。

⑵　アジア・大洋州地域

　提携国は、インド、バングラデシュ、スリランカ、

マレイシア、タイ、インドネシア、フィリピン、中国、

台湾、韓国、ヴィエトナム、ミャンマー、ミクロネシア、

マーシャル、フィジー、バヌアツ、ニュー・ジーランド、

オーストラリア、ニューカレドニア、仏領ポリネシア、

キリバスの22か国で、事業種類は漁業52件、養殖業62

件、加工業31件 ,漁業リース等５件の計150件である。

⑶　ア フ リ カ 地 域

　提携国は、アンゴラ、モーリシァス、マダガスカル、

モザンビーク、ガーナ、ナミビア、南アフリカの７か

国で、事業種類は漁業９件、加工業１件の計10件である。

⑷　そ の 他 の 地 域

　提携国は、北米において、米国、カナダ、欧州にお

いてはイギリス、フランス、ロシア連邦、ポルトガル

の6か国で事業種類は漁業25件、養殖業４件、加工業

43件、漁業代理店業２件の計74件である。
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表18　漁船統計表
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第12節　漁 船 対 策

１　漁船の勢力と建造状況

　我が国の漁船勢力の実態を把握するため、毎年12月

31日現在の漁船統計表を作成している。この統計は各

都道府県における漁船の登録隻数と、漁船登録を必要

としない総トン数１ｔ未満の無動力漁船数を集計した

もので、13年末については、表21のとおりである。

　また、漁船法（昭和25年法律第178号）第４条１の

規定に基づく14年度の農林水産大臣の漁船建造許可件

数は表22のとおりである。

２　漁船の依頼検査と性能改善

　漁船法第25条の規定に基づく漁船の依頼検査の14年

度実績は、総合検査13件、船体検査12件、機関関係検

査17件、合計42件、検査手数料収入総額は694万円で

あった。

３　漁 船 の 輸 出

　漁船の外国への譲渡（輸出）又は貸渡しについては、

経済産業大臣が輸出貿易管理令に基づいて承認するこ

ととなっている。この際に、国際的な漁業秩序を乱し、

あるいは国際的に合意された資源保護措置の効果を減

殺するおそれがないか、水産庁に事前協議することと

している。14年度における貸渡しは７カ国59隻、輸出

については16カ国37隻であった。

４　IMO（国際海事機関）等対策

　漁船の安全基準を規定した漁船安全条約議定書にお

いて、小型の漁船について海象・気象条件が同様な地

域に適用される地域安全基準を作成することを予定し

ていたが、平成９年２月、東及び東南アジア漁船安全

地域基準が採択された。さらにEUにおいては、本議

定書をほぼ取り入れたEU漁船安全地域基準が、平成

11年１月に施行された。またFAO（国際食糧農業機関）

において、公海上の漁船による国際的な保存・管理措

置の遵守を促進するための協定が、平成５年11月に採

択された。これらに対応するため、平成12年度から（社）

海洋水産システム協会に国際基準等対応漁船対策検討

事業を委託している。

５　海上人命安全総合対策事業

　我が国の漁船は、沿岸・沖合海域はもとより遠洋海

域を含めた広大な海域に出漁して操業を行っているが、

漁船に対する情報伝達体制の確保をはじめ、漁船海難

事故防止に係る対策を講じることにより、操業の秩序

及び航行・操業の安全を確保する必要がある。このた

め、海上で操業する漁船に対し、安全通信等の諸情報

を提供する事業を関係漁業団体に委託して実施した。

　また漁業用海岸局と漁業協同組合に設置されている

無線局との間のネットワーク化を図り、無線機器等の

整備を都道府県に助成して実施した。さらに漁船の操

業形態にあった衝突予防装置の開発を関係漁業団体に

助成して実施した。

第13節　漁港漁場の整備及び維持

　　　　管理・漁村の振興　　　

１　漁 港 の 指 定

　漁港の指定については、26年以来漁港漁場整備法（昭

和25年法律第137号）第６条の規定により行っている。

その内容は表20のとおりである。

２　漁 港 の 管 理

　13年度において、漁港法第25条の規定により漁港所

在地の地方公共団体を漁港管理者に決定した漁港は６

漁港であり、14年度末の漁港数は表21のとおりである。

３　漁港漁場の整備

⑴　漁港の整備計画

　第１次漁港整備計画は、整備漁港450港を対象とし

て26年５月第10回国会の承認を受け、26年度から29年

度までに375港の修築事業が実施され、このうち43港
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が完成した。これに要した総事業費121億1,200万円、

国費は67億8,200万円であった。

　第２次漁港整備計画は、整備漁港604港を対象とし

て30年７月第22回国会の承認を受け、30年度から37年

度までに560港の修築事業が実施され、このうち243港

が完成した。これに要した総事業費393億2,400万円、

国費は226億6,600万円であった。

　第３次漁港整備計画は、整備漁港380港を対象とし

て38年３月第43回国会の承認を受け、38年度から43年

度までに377港の修築事業が実施され、このうち49港

が完成した。これに要した総事業費633億200万円、国

費は444億5,100万円であった。

　第４次漁港整備計画は、整備漁港370港を対象とし

て44年４月第61回国会の承認を受け、44年度から47年

度までに370港の修築事業が実施され、このうち48港

が完成した。これに要した総事業費は1,162億3,900万

円、国費は802億8,200万円であった。

　第５次漁港整備計画は、整備漁港420港を対象とし

て48年３月第71回国会の承認を受け、48年度から51年

度までに420港の修築事業が実施され、このうち54港

が完成した。これに要した総事業費は2,360億6,500万

円、国費は1,672億4,700万円であった。

　第６次漁港整備計画は、整備漁港450港を対象とし

て52年３月第80回国会の承認を受け、52年度から56年

度までに450港の修築事業が実施され、このうち63港

が完成した。これに要した総事業費は6,375億7,300万

円、国費は4,592億8,100万円であった。

　第７次漁港整備計画は、整備漁港480港を対象とし

て57年３月第96回国会の承認を受け、57年度から62年

度までに480港の修築事業が実施され、このうち38港

が完成した。これに要した総事業費は8,952億5,900万

円、国費は6,088億3,400万円であった。

　第８次漁港整備計画は、63年３月第112回国会の承

認を受け、整備漁港490港を対象として63年度から５

年度までの６か年間に整備を行い、その事業の推進が

図られた。これに要した総事業費は１兆1,606億円で

あった（このほか、改修事業5,629億円、局部改良事

業1,462億円、地方単独費等322億円があり、総事業費

１兆9,940億円であった）。

　第９次漁港整備計画は、６年３月第129回国会の承

認を受け、整備漁港480港を対象として６年度から13

年度までの８か年間に修築事業により整備を行った。

これに要した総事業費は、１兆7,258億円であった。

（このほか、漁港の基本的な施設整備8,614億円、漁港

漁村の環境整備4,680億円、地方単独費等1,397億円で

あった）。

　尚、平成14年度より、漁港漁場整備法に基づき、漁

港は、漁場と一体的に漁港漁場整備長期計画に即して

整備することとなった。

⑵　第４次沿岸漁場整備開発計画

　沿岸漁業の生産の基盤である沿岸漁場の計画的整備

開発を図るため、沿岸漁場整備開発法（昭和49年法律

第49号）に基づき、６年度に策定された第４次沿岸漁

場整備開発計画により実施している。

　その概要は、次のとおりである。

ア　計画期間　平成６～平成13年度（８年間）

イ　事業費

　　漁礁設置事業 1,600億円

　　増養殖場造成事業 2,300億円

　　沿岸漁場保全事業 300億円

　　調整費 1,600億円

　　地方単独事業等 200億円

　　　　合　計 6,000億円

　なお、沿岸漁場整備開発事業は、平成13年度から水

産基盤整備事業として再編された。

⑶　漁港漁場整備長期計画

　平成13年度に漁港法が漁港漁場整備法に改正され漁

港整備長期計画及び沿岸漁場整備開発計画に代わり、

漁港漁場整備長期計画に基づき、漁港・漁場・漁村の

整備を一体的に推進することとなった。

　平成14年度を初年度とする漁港漁場整備長期計画が

平成14年３月26日に水産基本計画と合わせて策定され、

概ね10年後の実施の目標や平成14年度から平成18年度

まで５カ年間の事業量を示した上で、これに基づき漁

港・漁場・漁村の整備を総合的かつ計画的に実施して

いるところである。

⑷　直轄特定漁港漁場整備事業

　この事業は、漁港漁場整備法に基づく国の直轄事業

で、漁港施設のうち基本施設（外郭施設、係留施設、

水域施設）、輸送施設又は漁港施設用地（公共施設用

地に限る。）の新築、増築、改築等の事業であって計

画事業費が一事業につき20億円を超えるものである。

14年度においては、206億3,182万円をもって33港につ

いて事業が実施された。

⑸　地域水産物供給基盤整備事業

　この事業は、水産資源の増大と持続的利用に資する

共同漁業権の区域内等地先の漁場と当該漁場に密接に

関連する第1種漁港等で沿岸漁業及び増養殖の振興に

資する漁港を一体的に整備する事業であって、計画事

業費が一事業につき３億円を超えるもの等一定の要件

を満たすものである。14年度においては、事業費1,122

億8,900万円（国費681億400万円）をもって500地区に
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ついて事業が実施された。

⑹　広域漁港整備事業

　この事業は、第３種漁港、第４種漁港等の整備及び

それらの漁港を本拠地とする漁船が利用する共同漁業

権の区域内等地先の漁場施設について一体的に整備す

る事業であって、計画事業費が一事業につき３億円を

超えるもの等一定の要件を満たすものである。14年度

においては、事業費1,027億3,340万円（国費611億4,240

万円）をもって285地区について事業が実施された。

⑺　広域漁場整備事業

　この事業は、共同漁業権の区域外において、利用が

広範囲にわたる規模の大きな漁場や共同漁業権の設定

されている区域外と機能上密接に関連する漁場を整備

する事業であって、計画事業費が一事業につき３億円

を超えるもの等一定の要件を満たすものである。14年

度においては、事業費292億4,400万円（国費148億100

万円）をもって104地区について事業が実施された。

⑻　漁港漁場機能高度化事業

　この事業は、漁港・漁場施設を総合的に改良等をす

ることにより、漁港・漁場施設の利用を増進させると

ともに、水産資源の生息環境の保全、品質・衛生管理

強化、高齢者等への配慮、新技術を応用した施設の導

入等による既存の漁港・漁場施設の機能の高度化、多

機能利用を図る事業であって、計画事業費が一事業

につき３億円以下のもの等一定の要件を満たすもの

である。14年度においては、事業費225億100万円（国

費115億2,100万円）をもって通常分として、110地区、

統合補助事業分として33府県について事業が実施され

た。

⑼　漁場環境保全創造事業

　この事業は、公害等の原因により効用の低下してい

る沿岸漁場の生産力の回復や水産資源の生息場の環境

改善を図るため、漁場のたい積物除去、しゅんせつ、

作れい、耕うん、覆土、水路の掘削、藻場・干潟の造

成等を行う事業で、計画事業費が一事業につき５千万

円を超えるもの等一定の要件を満たすものである。14

年度においては、事業費47億2,200万円（国費23億6,100

万円）をもって53地区について事業が実施された。

⑽　漁港水域環境保全対策事業

　この事業は、漁港区域内の水質の保全等水域の環境

保全のため汚泥その他公害の原因となるたい積物等の

除去、水質浄化施設の整備等を行う事業で、計画事業

費が一事業につき３千万円を超えるもの等一定の要件

を満たすものである。14年度においては、事業費４億

円（国費２億円）をもって５地区について事業が実施

された。

⑾　農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業

　農林漁業用揮発油税に関する税制上の代替措置の一

環として、漁獲物の流通及び漁業用資材の輸送の合理

化によって漁港機能の充実と漁業生産の近代化を図り、

併せて漁村環境の改善を図るため、40年度から漁港管

理者たる地方公共団体又はその他の地方公共団体に助

成して実施されているものであり、14年度においては、

事業費30億6,400万円（国費15億8,200万円）をもって

25地区について事業が実施された。

⑿　作 業 船 整 備

　北海道の直轄工事において使用する国有作業船の建

造、修理、改造及び北海道の漁港の機能増進のために

必要な機械設備の開発試験を行った。14年度の経費は

2,300万円であった。

⒀　漁港環境整備事業

　漁港における景観の保持、美化を図り、快適にして

潤いのある漁港環境を形成し、併せて作業効率、安全

性の向上等に資するための施設整備を行う事業である。

　14年度においては、事業費63億5,200万円（国費31

億7,600万円）をもって通常分として43地区、統合補

助事業分として18道県について事業が実施された。

⒁　漁業集落環境整備事業

　水産業の持続的発展の基盤である役割を果たす漁村

の生活環境の改善および活性化等を推進するための生

活基盤整備を行う事業である。

　14年度においては、事業費283億9,600万円（国費

142億1,700万円）をもって167地区について事業が実

施された。

⒂　漁港漁村総合整備事業

　離島・辺地等の条件不利地域に立地する漁村地域に

おいて、活力ある漁村を形成するため、生産の重要な

基盤である漁港施設の整備と背後の漁業集落の生活環

境施設の整備を一体的かつ総合的に推進する事業であ

る。

　14年度においては、事業費51億700万円（国費29億

800万円）をもって通常分として２地区、統合補助事

業分として16道県について事業が実施された。

⒃　漁港施設災害復旧事業

　漁港施設（漁港区域内の海岸保全施設を含む。）災

害復旧事業は、地方公共団体又は水産業協同組合等が

維持管理するものについて、公共土木施設災害復旧事

業費国庫負担法及び農林水産業施設災害復旧事業費国

庫補助の暫定措置に関する法律に基づき実施される事

業であり、民生及び経営の安定のための早期復旧が行

われている。14年度においては、12年災は100%、13

年災は99.9%まで14年災は66.1%まで完了することと
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して事業費62億5,400万円（国費45億4,200万円）で復

旧事業が実施された。

⒄　漁港施設災害関連事業

　漁港施設災害関連事業は、漁港施設災害復旧事業に

関連して被災施設の復旧効果を確保し、再度災害を防

止するため及び洪水、台風等により海岸に漂着した大

規模な流木等が、海岸保全施設の機能を阻害する場合

に緊急的に流木等の処理を実施する事業であり、14年

度は事業費9,940万円（国費4,970万円）で事業が実施

された。

⒅　漁港区域に係る海岸整備事業

　31年に海岸法が施行され、海岸管理者（海岸管理者

である地方公共団体の長）が管理する海岸保全施設の

新設又は改良に関する工事に要する費用の一部を国が

負担することとなっている。14年度においては、海岸

保全施設整備事業として、事業費184億3,171万円（国

費94億7,270万円）をもって178港について事業が実施

された。また、49年度から実施された海岸環境整備事

業も引き続き実施され、事業費116億7,413万円（国費

38億9,700万円をもって、82港について事業が実施さ

れた。さらに、61年度から実施された公有地造成護岸

等整備統合補助事業も引き続き実施され、事業費２億

674万円（国費8,300万円）をもって２港において実施

された。

⒆　漁港利用調整事業

　漁船と遊漁船等との漁港利用上のトラブルを防止す

るため、遊漁船等を分離収容する施設を整備すること

により、漁業と海洋性レクリエーションの共存を図る

とともに、漁港利用の秩序を保持し漁業生産活動の円

滑化に資するものであり、14年度においては、事業費

17億400万円（国費９億700万円）をもって13地区（新

規３、継続10）について事業が実施された。

⒇　水産基盤整備調査事業

　水産基盤整備事業の効果的・効率的実施に関し、開

発手法等の確立がされていない技術的課題のうち全国

的なものについて調査・解明し、新技術の開発を計る

ほか、漁港機能の増進、漁場の整備及び開発並びに漁

港背後の漁業集落における生活環境改善のために必要

な調査を実施することにより、水産基盤整備事業の計

画的・効率的かつ円滑な実施に資することを目的とす

る。

水産基盤整備調査費

　66調査　事業費　６億260万円（定額）

水産基盤整備調査費補助

　29カ所　事業費　２億9,800万円（国費１億4,900万円）

21　後進地域開発促進法適用団体等補助率差額
　後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割

合の特例に関する法律第２条の適用団体（県）が行っ

た漁港修築事業、漁港改修事業（5,000万円以上のも

のに限る）、海岸保全施設整備事業及び漁港関連道整

備事業（過疎地域及び山村地域の基幹道路を含む）に

係る補助金等について、特例法の定める引上率（最高

1.25まで）により14年度において当該適用団体に補助

率差額89億9,898万円を交付した。

　また、新産業都市及び工業特別地域並びに産炭地域

において海岸管理者たる市町村が行う海岸保全整備事

業について、40年度から新産業都市及び工業特別地域

の整備に係る公共事業の負担に関する特別措置法及び

産炭地域振興法の規定に基づく引き上げ率（最高1.25

まで）により、これらの事業を実施した市町村に事業

実施の翌年度に補助率差額を交付することになってい

るが、14年度においては、これら団体に1,400万円を

交付した。

22　漁港漁村活性化対策事業
　漁港漁村活性化対策事業は、高度な漁港漁村の利用

等による漁業の振興と漁村の活性化に資するため、就

労・衛生環境の改善、漁業活動とのトラブル防止、地

域資源や高度情報の利活用、都市との交流の促進、生

活環境の改善等を推進する施設等の整備を行う事業で

あり、14年度においては、国費18億9,778万円をもっ

て22道県において事業が実施された。

23　漁村コミュニティ基盤整備事業
　漁村コミュニティ基盤整備事業は、都市と漁村が共

生・対流する活力ある社会を実現するため、「人・もの・

情報」が循環する共通社会基盤を備えた新たなむらづ

くりを推進するために、市町村のイニシアティブの下、

地域全体の振興計画に基づき、漁村コミュニティ基盤

整備事業を核として、地域の戦略的な取組の支援等の

ソフト施策と水産基盤整備事業等のハード整備を一体

的に展開し、住民参加型の新しい漁村コミュニティづ

くりを推進する事業であり、14年度においては、国費

９億6,139万円をもって17都県において事業が実施さ

れた。

24　漁村活性化推進事業
　漁村活性化推進事業は、地域住民と漁業者の理解と

参画を得て、地域の特性を踏まえた個性のある漁村づ

くりを推進する仕組みを構築し、地域住民等の参画を

促し、地域主導の漁村振興が円滑に進むための活動や

地域資源を活用した地域活性化の活動及び都市漁村交

流活動等の取組を支援し、魅力ある地域づくりを推進

するために都道府県、市町村に対し助成した。
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25　漁村漁場環境改善対策事業
　漁村漁場環境改善対策事業は、全国レベルでの普及

啓発活動を実施するとともに、汚水処理施設の整備に

対する合意形成の促進、漁村と漁場環境を保全する地

域活動の支援、漁村における汚水処理施設の整備・管

理の効率化手法の検討等を支援し、漁村と漁場環境の

改善に向けて広域的な環境保全に向けた取組を促進す

るために県、市町村、全国漁業協同組合連合会に対し

助成した。

第14節　沿岸漁業構造改善事業

１　漁業経営構造改善事業

⑴　事 業 の 趣 旨

　水産基本法の基本理念を踏まえ、効率的かつ安定的

な漁業経営を育成し、水産物の安定的な供給を図るた

め、①我が国周辺水域における資源管理の強化、②漁

業経営の改善と担い手の育成、③流通・加工・消費対

策、④漁業地域の振興の４つの課題に即して沿岸漁業

を中心とした漁業において持続的な生産体制を構築す

るのに必要な漁業生産基盤としての共同利用施設等の

整備を推進する。

⑵　事 業 の 構 成

本事業は次の４つの事業からなっている。

　ア　持続的漁業生産環境整備事業

　　　 　漁業資源の維持・増大、漁場環境の保全及び

漁業の近代化を推進するための施設整備

　イ　漁業経営・担い手対策事業

　　　 　意欲と能力のある経営体の育成や合併による

漁協の経営基盤強化、女性や高齢従事者の活躍

する場の創設を推進するための施設整備

　ウ　水産物流通高度化事業

　　　 　産地機能の強化と品質の高い水産物の供給を

推進するための施設整備

　エ　漁業地域活性化事業

　　　 　地域資源の活用による都市住民等にも開かれ

た地域社会づくりを推進するための施設整備

⑶　事業の実施対象地域及び全体計画

　本事業は、沿岸の海域環境及び漁業形態等において

まとまりのある全国80地域を対象として、都道府県が

11年度に構造改善計画を樹立し、12年度から５年間、

事業を実施する。

⑷　事 業 の 実 施

　構造改善計画に基づく事業の実施に当たっては、毎

年度定める漁業経営構造改善事業実施計画により実施

する。

⑸　事 業 実 施 主 体

　事業は、都道府県、市町村、地方公共団体の一部事

務組合、漁連、漁協、漁業生産組合、地方公共団体等

が構成する法人としての公社等が実施する。

⑹　14年度事業実施状況

２　沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策

　　事業　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　事 業 の 趣 旨

　沖縄県水産業の特殊事情にかんがみ、本土との格差

是正に配慮しつつ、漁業生産の条件である漁業・増養

殖場等の生産基盤施設、水産業近代化施設の整備、漁

村における環境条件の改善に必要な施設の整備、漁業

者の組織的な活動の促進等沖縄県水産業の構造改善に

必要な事業を総合的、かつ、有機的に実施しようとす

るものである。

⑵　事業の実施対象地域及び全体計画

　本事業は、沖縄県下一円を対象として、沖縄県が10

年度に沖縄県水産業拠点強化構造改善計画を樹立し、

11年度から７年間に実施する。

⑶　事 業 の 実 施

　沖縄県水産業拠点強化構造改善計画に基づく事業の

実施に当たっては、毎年度定める沖縄県水産業拠点強

化構造改善特別対策事業実施計画に基づいて実施する。

⑷　事 業 実 施 主 体

　沖縄県、市町村、地方公共団体の一部事務組合、水

産業協同組合、公社、漁業を営む者の組織する団体が

実施する。

⑸　14年度事業実施状況

第15節　水産関係試験研究

１　漁業新技術開発事業

⑴　200海里開発促進新技術導入事業

　国際的な200海里体制の定着等厳しい漁業情勢にお

いて、我が国200海里水域内の「つくり育てる漁業」

を中心とした漁業開発を推進することが重要であるこ
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とから、漁場環境の保全・改善対策、水産資源の回復

対策等に関する新たな観点からの技術開発を実施して

いる。

①　新技術研究開発事業

　　放流種苗等の管理、好適飼餌料の開発、藻場・干

潟の造成、磯焼け漁場機能回復等による肥沃な漁場

環境を保全するための技術開発を実施した。さらに

深層水の洋上放水による一次生産の活性化を図り、

新たな漁場を造成する技術開発を実施した。

②　新技術研究開発緊急特別対策事業

　　人工的な海中林により増殖場や漁場を造成し、沿

岸漁場における資源増殖を推進する技術開発を実施

した。

⑵　水産業持続的生産・流通技術開発事業

　水産業の機械化を効率的に推進し、産業を再生する

ため、取り組むべき課題を明確にするとともに、機械、

電機等の産業界と水産業界の連携による効率的な開発

普及体制を確立し、大学、公的試験研究機関の研究成

果を活用しつつ、水産業の機械化・システム化を総合

的に推進することを目的として、以下のような技術開

発を実施した。

　①　水産業持続的生産・流通技術総合調査

　②　魚種識別計量魚群探知機の開発

　③　高効率かつお自動釣機の開発

　④　いか船上加工技術の開発

　⑤　資源保護型低コストまき網漁具の開発及びまき

網捕獲魚類の未利用個体の有効活用技術の開発事

業

⑶　提案公募型有明地域等振興対策研究開発事業

　他産業の技術開発力を活用する提案公募型技術開発

を実施することにより、水産業を新たな発展に導くと

ともに、民間企業に活力を与え経済対策に貢献してい

くことが重要であり、ついては、有明地域等の漁業生

産力を早期に回復し、国民へのノリ等の安定供給の確

保と地域漁業の経営改善に資する技術開発を早急に行

い、有明地域等の漁業振興を図ることを目的として、

以下のような技術開発課題を採択し実施した。

　①　のり養殖における電解水を用いた活性処理装置

の開発

　②　簡易型標流ブイによる有明海の海水流動計測シ

ステムの開発

　③　自走船による湾内等閉鎖海域環境調査システム

の開発

　④　魚体の脊椎除去装置の開発

　⑤　スワール方式の波力ポンプを利用した水質浄化

システムの開発

　⑥　はえ縄漁法の小型自動化システムの開発

　⑦　DG-コンパスの開発

　⑧　マグロ用船上裁割機の開発

２　新技術開発試験等

⑴ 　水産生物の遺伝的多様性と近親交配の解明並びに

保存技術の確立

　栽培漁業を進める上での問題は、少ない親から大量

の種苗を生産し、それを繰り返すことによる疾病に対

する抵抗力の低下等の近交弱勢である。このため、こ

れまでの遺伝的多様性を測定する指標を用いて、近親

交配の遺伝的なメカニズムの解明を行うとともに、卵

や細胞の凍結手法等による遺伝資源の保存技術の開発

も併せて行った。

⑵　水産情報高度利用システム開発事業

　新たな海洋秩序下における水産業の持続的発展を図

るためには、広範囲にリアルタイムで様々な情報の収

集が可能な衛星リモートセンシング技術や大量の情報

交換ができるデジタル通信技術など、最新の情報通信

技術を水産分野に積極的に活用し、水産資源の適切な

管理を推進するとともに、資源の効率的な利用を図る

漁業活動の支援を行う技術開発が重要となっている。

　このため、衛星リモートセンシング技術を利用して

効率的かつ効果的な漁業取締りに資するため、漁船の

識別を行う画像解析技術等の開発を行った。また、漁

船操業の効率化、安全性を向上するため、海上通信の

高度化に関する技術開発を行った。

　①　衛星利用による漁船識別システムの開発

　　　人工衛星が収集する広範囲な画像情報を解析し、

精度の高い外国漁船等の動向を把握する技術開発

を行った。

　②　漁業無線活用高度情報システムの開発

　　　漁業無線を活用した高品質な画像情報の送信や

高速化及びこうした情報をコンピューターの利用

により容易に送受信等ができるための技術開発を

行った。

⑶　衛星広域利用精度向上技術開発事業

　我が国の漁業生産量は、水産資源の減少等により平

成元年以降減少傾向を示し、平成11年には524万トン

と昭和59年の1,282万トンの40%程度に減少した。こ

うした状況の中、水産業の持続的な発展を図るために

は、水産資源の適切な管理を行うとともに、計画的か

つ効率的な漁船操業による漁業経営の安定化を図るこ

とが必要となっている。一方、近年の人工衛星による

リモートセンシング技術は、人工衛星に搭載されるセ

ンサの開発等により様々な分野で利用されている状況
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にある。このため、水産分野において、人工衛星によ

るリモートセンシング技術を積極的に導入・開発し、

計画的かつ効率的な漁船操業による漁業経営の安定化

を図る精度の高い漁場形成の予測技術やこれら情報を

的確に提供するための技術開発を行っている。

３　国際漁業問題及び漁業資源に関する調査

　　研究　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　国際漁業資源調査

　鯨類や各種漁業における混獲生物及び公海や外国の

排他的経済水域で漁獲される高度回遊性魚類（かつお・

まぐろ類）、溯河性魚類（さけ・ます類）等の国際漁

業資源について、科学的知見に基づく適切な保存管理

を実施するために必要な資源調査等を独立行政法人水

産総合研究センター等に委託して実施した。

⑵　海洋廃棄物生物影響調査

　海洋廃棄物及び流出漁具について、その実態と環境

に及ぼす影響を調査した。

　また、流出油が海洋生態系に及ぼす長期的な影響を

調査した。

４　漁況海況予報事業

　漁業資源の合理的利用と漁業生産の効率化により漁

業経営の安定を図るため、主要浮魚類の長期漁況海況

予報を作成し公表した。また、㈳漁業情報サービスセ

ンターが我が国周辺海域を中心として漁況海況の実況

データを収集、分析を行う事業に対して助成するとと

もに、都道府県が地先沿岸における漁況海況情報の収

集・分析・提供を行う事業に対し助成した。

第16節　水産業改良普及対策

１　水産業改良普及事業

　最近の沿岸漁業等をめぐる厳しい情勢を踏まえ、沿

岸漁業の生産性の向上、漁家経営の改善等の課題を地

域の特性に応じて解決することが重要となっており、

水産業改良普及事業の推進に当たっては、組織体制の

整備強化及び普及職員の資質の向上を図り、水産行政

に即応した全国的に統一ある普及活動を展開すること

が緊要となっている。

　このため、国は道府県に対して、水産業専門技術員

及び水産業改良普及員の配置、水産業改良普及員室等

の運営等普及事業の実施に要する経費について水産業

改良普及事業交付金を交付した。

２　水産業改良普及事業対策費

⑴　沿岸漁業・漁村活力向上事業

　沿岸漁業就業者の減少と高齢化の急速な進行は、漁

業就業者の不足を招き沿岸漁業や沿岸漁村の健全な維

持発展が困難となるおそれがある。また、現在漁業に

従事している漁業者等の前向きで意欲的な取組を困難

にしている。

　このため、道府県に助成し

ア　外部からの新規参入者の受入れ・着業を促進する

ため、受入れ体制整備、漁業技術習得支援を実施した。

イ　青年漁業者活動等促進事業、漁村女性活動支援事

業、漁村高齢者活動支援事業、漁業士活用育成事業

等に助成し、青年漁業者の意識改革、技術や経営能

力の向上、担い手確保のための漁業者や地域の取組

への支援、漁村女性と異業種グループ等との交流学

習、漁村高齢者の生きがいづくりの推進及び漁業士

の養成・認定等を実施した。

ウ　漁業生産の担い手対策、TAC制度の導入等多様

化、複雑化する普及ニーズに対応するため、水産業

改良普及職員の資質向上を図るための研修、効果的

な普及指導の検討、情報収集等の効率化を図る機材

の整備を実施した。

エ　沿岸漁業等の先進的な生産方式、新技術等に識見

を有する者に普及協力委員を委嘱し、青年漁業者等

の意欲的な取組や技術向上等への効果的支援を実施

した。

⑵　青年・女性漁業者活動支援事業

　全国漁業協同組合連合会に助成し、全国青年・女性

漁業者交流大会、グループリーダー全国研究集会の開

催及び広報活動等を実施した。

３　中核的漁業者協業体育成事業

　意欲と能力のある担い手を育成するため、全国漁業

協同組合連合会が行う「中核的漁業者協業体」（青年

漁業者を中心とした漁業経営改善のための意欲的な取

組を行うグループ）による、都道府県が認定した「漁

業共同改善計画」に沿った意欲的かつ創造的な取組等

への支援に対し助成した。

４　漁業の担い手確保・育成事業

　漁業の担い手を確保・育成するため、大日本水産会

が行う「中核的漁業者協業体」（青年漁業者を中心と

した漁業経営改善に意欲的に取組むグループ）等に対

する研修会及び経営コンサルティングの実施、優良な

取組の情報収集と情報提供への支援に対し助成した。
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５　意欲ある担い手確保・育成事業

　地域の実情に応じた水産体験学習のメニューの開発、

実施、コーディネーターの確保等受け入れ体制の整備

の支援及び漁業就業者確保育成センターによる情報提

供等により意欲ある担い手の確保・育成を推進するた

め道府県に対し助成した。

第17節　船　　　舶

１　水産庁の船舶

　水産庁（瀬戸内海漁業調整事務所・九州漁業調整

事務所を含む。）の船舶は総数８隻で、行政需要に対

応するため、漁業取締、漁業調査に区分されている。

大きさも約97ｔから約2,600ｔにまで及ぶものもある。

船舶の行政目的による区分、船名、所属、航行区域及

び船の規模等については、表22のとおりである。

２　業 務

⑴　漁 業 取 締 船

　漁業取締船は水産本庁所属の東光丸他５隻の計６隻

（本庁所属船３隻、瀬戸内海漁業調整事務所所属船１隻、

九州漁業調整事務所所属船２隻）である。

　漁業取締船は漁業秩序維持のため、官船と用船連携

のうえ日本周辺、沖合及び遠洋海域での監視・取締業

務に当たっている。

　さらに、我が国排他的経済水域において、近年活動

の増している外国漁船に対し国連海洋法条約に基づく

沿岸国主義の下での取締りを見据え、これら漁船の監

視にも努めている。また、国際条約等による漁業資源

の保存管理のための操業海域の規制等が強まるととも

に、漁業取締船の指導取締対象海域の拡大、規制内容

の複雑化等に伴い、漁業取締船の業務の重要性が一層

増加している。

⑵　漁 業 調 査 船

　水産庁所属の漁業調査船は、開洋丸（総トン数2,630

トン）及び照洋丸（総トン数2,118トン）の２隻である。

　これら２隻の漁業調査船は、独立行政法人水産総合

研究センターが所有する10隻の漁業調査船（59トン～

892トン）と、比較すると、大型であるため、高速で

安定した調査業務の遂行が可能であるとの特質をもっ

ている。

　このため、水産総合研究センターの漁業調査船では

対応しにくい、南極海、大西洋、インド洋、ベーリン

グ海といった遠洋水域を中心とした資源調査を主目的

として、国際的な科学議論にも十分対応できるような

高度な調査業務を遂行している。

　国連海洋法条約の発効以降、新たな日中、日韓漁業

協定の締結など、新海洋法時代にふさわしい資源管理

体制の基盤が確立されたが、国際的な漁業交渉の場で

は、資源評価をめぐる科学議論が不可欠であり、科学

的根拠に基づく資源の持続的利用を目指している我が

国としては、高度な資源調査データを収集する水産庁

の漁業調査船の重要性は一層増している。
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表22　行政目的別船舶




